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民 生 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２２年１０月２７日（水）午前９時５７分　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後３時１１分　閉会

１．場所

大会議室

１．出席委員

委 員 長 森内一蔵  副委員長 嶋野浩一朗 委　　員 本保加津枝

委　　員 弘　　豊  委　　員 山崎雅数  委　　員 森西　正 

１．欠席委員

なし　

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

生活環境部長　水田和男 同部次長兼自治振興課長　杉本正彦

同部次長兼課環境対策長　乾　富治　　同部参事兼市民課長　萩原　明

同部参事農委併任　田橋正一　産業振興課長　鈴木康之　　環境業務課長　早川　茂

環境センター長　上村裕幸 市民活動支援課長兼コミュニティプラザ館長　橋本英樹

保健福祉部長　佐藤芳雄 同部理事　福永冨美子

同部次長兼地域福祉課長　登阪　弘　　同部参事兼国保年金課長　堤　守

同部参事兼健康推進課長　阪口　昇　　同部参事兼介護保険課長　山田雅也

同部参事兼こども育成課長　稲村幸子

地域福祉課参事兼地域包括支援センター長　川口敦子　　生活支援課長　東澗順二

障害福祉課長　吉田量治 健康推進課参事　前野さゆみ

こども育成課参事　船寺順治

１．出席した議会事務局職員
事務局長　野杁雄三 同局主査　湯原正治

１．審査案件（審査順）

認定第１号　平成２１年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分

認定第７号　平成２１年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計歳入歳出

　　　　　　決算認定の件

認定第３号　平成２１年度摂津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件

認定第４号　平成２１年度摂津市老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定の件

認定第９号　平成２１年度摂津市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の件
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認定第８号　平成２１年度摂津市介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件
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（午前９時５７分　開会）

○森内一蔵委員長　おはようございます。

　それでは、ただいまから民生常任委員

会を開会します。

　本日の委員会記録署名委員は、弘委員

を指名します。

　先日に続きまして、認定第１号所管分

の審査を行います。

　質疑のある方。

　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　それでは、何点かに

つきまして、ご質問させていただきたい

と思います。

　まずは、保育所の待機児童のことにつ

きましてお聞かせいただきたいと思いま

す。

　新聞報道等で皆さんご存じだと思いま

すけれども、３年連続で、国レベルの話

なんですけれども、待機児童がふえておっ

て、過去最多の１５年度に迫るような数

だというようなことが報じられておりま

した。

　そこで、２１年度本市でどの程度待機

児童がおられたのか、まずお聞かせいた

だきたいと思います。

　それと、いわゆる待機というものには

含まれないのかもしれませんけれども、

いわゆる希望する園、もしくは保育所で

サービスを受けることができないという

ようなケースがあるのかということにつ

きましてもお聞かせいただきたいと思い

ます。

　２点目は、ファミリーサポートセンター

運営事業のことでございまして、これは、

毎回毎回私も質問させていただいており

まして、事務報告書を見ておりますと、

例えば５月は活動がゼロ件なんです。全

くないんですね。６月は１件ということ

で、ほかの月は、例えば４月なんかは多

くなっているんですけれども、これどう

いうことなのか、どのようにお考えなの

かということをお聞かせいただきたいと

思いますし、今までもこの事業について

は、いろんな委員から、あるいは議員か

らさまざまな課題ということが指摘され

てきたと思うんですけれども、どのよう

に取り組んでこられたのかお聞きをした

いと思います。

　続きまして、コミュニティソーシャル

ワーク事業でございまして、２１年度か

らは、地域包括支援センターと一体的に

取り組んでいくんだということが示され

ておったと思います。

　その２０年度の決算の中で次長が答弁

されておったんですけれども、まずは相

談事業の充実なんだよといったことをおっ

しゃっておられたと思います。その中で、

なかなか市役所には来にくいんだという

方に対して、地域福祉の活動拠点である

とか、地域の社会資源といったものを利

用した形で、相談事業を進めて行くんだ

というお話があったんですけれども、こ

の点についてもお聞かせいただきたいと

思います。

　それと、同じくコミュニティソーシャ

ルワーク事業のことなんですけれども、

対象者というのは、高齢者だけではない

んだと。子育て中の方であったりとか、

障害のある方も含まれているという話だっ

たんですけれども、結果として、高齢者

の方が多いというようなお話がありまし

た。そういうことに対して、どのように

今まで取り組んで来られたのかというこ

ともお聞きをしたいと思いますし、もう

一点、公民館での育児事業というのがさ

れております。これは、健康推進課が所

管をされておられますので、恐らく保健

師の方がこの事業に当たっておられるの

かなと思うんですけれども、コミュニティ

ソーシャルワーク事業の対象を考えてい
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くと、やはり密接に関係してくることだ

ろうと思いますので、この点についても

どのように取り組んでこられたのか、ぜ

ひお聞かせをいただきたいと思います。

　次に、３点目になりますけれども、親

子教室事業のことでございます。これは、

どこに主眼をおいてこの事業をされたの

かということをお聞きをしたいと思いま

す。なぜこういう質問をするかといいま

すと、私はかつて文教常任委員会におっ

たときに、子どもが小学校、あるいは中

学校へ行ったときには、なかなかその家

庭の方と接する機会というのが少なくなっ

てくると。それに比べると、例えば幼稚

園にいる間なんていうのは、その家庭の

方と接する機会が多いと思いますので、

その中でのいろいろと、やはり、家庭に

対するいろいろな、指導と言ったらおこ

がましいんですけれども、何か助言をし

ていくといいますか、そういったことが

できるんじゃないのかなと思っておるん

ですけれども。

　やはり、その親子教室といったのは、

これから子どもたちの成長を横断的に考

えたときに、何を家庭の中でお願いをし

ていくべきなのかということをしっかり

と主眼において行われるべきであると思

うんですけれども、そこら辺について一

度お聞かせをいただきたいと思います。

　それと、４か月児、１歳６か月児、３

歳６か月児の健診事業をされておりまし

て、その結果がこの事務報告書でも報告

はされておるんですけれども、一点お聞

かせいただきたいんですけれども、４か

月の健診において、８２３人の方が受診

をされて、身体面で、ちょっと何か問題

があるとは言いませんけれども、もうちょっ

と経過を見なあかんなといわれる方が２

３０人もおられるということですよね。

この点が非常に気になりますので、お聞

かせいただきたいと思いますし、大体こ

のような傾向になるのかということも含

めてお聞きをしたいと思います。

　それと、１歳６か月の健診において、

精神面で、これからの経過を見なあかん

と言われる方が７２２人受診をされて、

２４５人もおられるんですね。これもや

はり２１年度じゃなくて、こういう傾向

が最近見られるのかどうかということに

ついてお聞きをしたいと思います。

　また、そのことについてもどのように

アプローチをされておられるのか、あわ

せてお聞きをしたいと思います。

　続きまして、生活環境部に関わる事業

につきましてお聞かせいただけたらと思

うんですけれども、これは、先日、本保

委員も聞かれておられましたけれども、

法律相談事業のことでございます。私は、

この質問につきまして、一般質問でもと

りあげさせていただきまして、まずは、

市民の方が何か困りごとをお持ちだと言

う場合には、市役所にとにかく足を運ん

でいただくと。あるいは電話でも結構で

すので、その件について問い合わせをし

ていただくと。その結果、いろいろな部

署につないでいくというような前さばき

がいるのではないのかなという話をさせ

ていただきました。

　法律相談のことに関してなんですけれ

ども、実際に来られた中で、受けていく

んですけれども、そうなると、なかなか

来られたけども、相談に応じていただけ

ないというようなケースもあるのかなと

思うんですが、やはり、しっかりと前さ

ばきをして、法律相談につなげていくも

のはつなげていくというようなことも大

事だと思ってますし、その点のことにつ

いて、お聞きをしたいと思っております。

　それと、この事業について、若干市民

の方との認知のずれというのがあるんじゃ
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ないかなと思っているんですけれども、

要は、この法律相談事業において、すべ

てが解決するわけじゃないんだよと。場

合によっては、そこで話をお聞きをして、

必要であるならば、専門的な、簡単にい

うと法律事務所になると思うんですけれ

ども、専門的なところにつないでいくと

いうようなことも出てくるのかなと思う

んですけれども、しかし、市民の方は、

もうここですべてが完結するというよう

に、そのように思っておられる方もおら

れるんじゃないかなと思うんですけれど

も、その点についてお聞きをしたいと思

います。

　続きまして、給食の残渣のことでござ

います。昨年度もお聞かせいただきまし

た。本年度も非常に多い残渣が残ってお

ると思います。そのことを、堆肥にする

ということ自体は私は否定をしませんけ

れども、しかし、根本となる給食が残る

ということが私は改められていくべきだ

と思うんですけれども、この点について

２１年度、学校現場でどのようにアプロー

チをされたのか、この点についてもお聞

きをしたいと思います。

　最後になりますけれども、温暖化対策

事業といたしまして、雨水タンクの設置

補助事業というものがございます。２１

年度は若干執行率が低いように思ってお

るんですけれども、これ、どのようにお

考えであるのか、お聞かせいただきたい

と思います。

　１回目は以上です。

○森内一蔵委員長　稲村参事。

○稲村保健福祉部参事　こども育成課に

係るご質問に対しまして、お答えをさせ

ていただきます。

　まず、保育所の待機児童の問題でござ

います。

　平成２１年４月１日の段階では、実の

待機者数はゼロとなっております。１０

月には４１名、それから年度末の３月に

は８２名となっております。本年の４月

１日の時点では３月の時点でお待ちの方

もお入りいただきまして待機はゼロとい

うことになっております。

　ただ、先ほどご質問の希望する園でサー

ビスを受けることができない方がどれぐ

らいおられるのかということなんですけ

れども、実際に、そこの園でお待ちの方

の数なんですが、平成２１年４月１日で

２２名。それから、１０月の段階で８３

名。３月の段階で１２２名。今年の４月

の段階で２３名となっております。ただ、

この数の中には、既に違う保育所にお入

りで、転園の希望をされているという方

も含まれておりますし、また、認可外の

保育所で認可の保育園をお待ちの方とい

う方も含まれてはおります。

　それから、条件にあうところでお入り

いただける園があっても、お入りいただ

けないというところでの待機というよう

な形の数になっております。

　２番目に、ファミリーサポートセンター

のご質問なんですけれども、ファミリー

サポートセンターの会員数につきまして

は、少しずつではありますが、増えては

きておりますけれども、平成２０年度に

比べまして、活動件数につきましては、

ご指摘のとおり大幅に下がっております。

　この原因といたしましては、学童保育

のお迎えとその後の保育をお願いをされ

ていた方が４年生になられて、学童保育

が終わられましたので、ファミリーサポー

トの利用がなくなったというところが大

きく数としては響いているというふうに

状況把握をいたしております。

　この間、ファミリーサポートセンター

の会員の増に向けてということで、いろ

いろな形で検討は行ってきているわけな
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んですけれども、なかなか結果として増

に結びついていないということはご指摘

のとおりでございます。昨年、平成２１

年度には、皆さんにお知らせをするため

に母子手帳の配付時にファミリーサポー

トセンターの事業について全員の方にお

知らせをするということを始めまして、

行っております。保育所、幼稚園、小学

校、中学校に事業の紹介のチラシをお配

りするというようなことをしてまいりま

した。

　平成２２年度に入りまして、やはりい

ろいろな取り組みがもっと必要だろうと

いうことで、まず、地域の子育て支援拠

点でファミリーサポートセンター事業に

ついての説明をスタッフに行いまして、

そこからファミリーサポートセンターに

つながるような声かけを、スタッフを通

してしていただくというようなことを行っ

ております。

　まだ、現在、発注をしているところな

んですけれども、ファミリーサポートセ

ンター専用の掲示板を各地域子育て支援

拠点とこども育成課のところに設置をす

るというふうに今取り組んでいるところ

です。こども育成課のところでは、Ａ１

サイズのものを、また、支援センターや

ほかのところではＡ２サイズぐらいのも

のを設置いたしまして、そこにファミリー

サポートセンターのリーフレットやニュー

スや会員募集のお知らせなどをしていく

ことにしております。

　また、親子教室などにファミリーサポー

トセンターのアドバイザーが出張して、

そこで説明をして受付もあわせて行うと

いうようなことで計画をいたしておりま

す。

　また、今後、援助会員さんの活動に対

して少しでも不安を取り除くというとこ

ろを目指して、活動の相談支援体制とい

うのを明確にしておくということで、地

域子育て支援拠点、家庭児童相談室、ま

た、保健師等と連絡をとりまして、バッ

クアップの体制をつくっていくというこ

とにいたしております。

　なかなか結果として結びついていかな

いところがあるんですけれども、いろい

ろな形で、今後も会員の拡大に取り組ん

でいきたいというふうには思っておりま

す。

○森内一蔵委員長　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　コミュニティソー

シャルワーク事業についてご答弁申し上

げます。

　委員ご指摘のように２１年度からコミュ

ニティソーシャルワーク事業につきまし

ては、地域包括支援センターと一体となっ

て取り組みを進めております。もちろん

一番肝要なのは、相談事業の充実という

ことでございまして、ご指摘のように市

内三つの地域福祉活動拠点に加えまして、

南別府団地の集会所でも地元の民生委員

さんのご協力を得て、出張相談という形

で展開をいたしております。

　それから、当然、コミュニティソーシャ

ルワークにつきましては、高齢者だけに

とどまらず、子育て支援、あるいは障害

の方に対する相談事業も業務の一環でご

ざいますけれども、子育てにつきまして

は、校区福祉委員会等で実施していただ

いております子育てサロン等に参加をさ

せていただいて、その中から相談事業等

へ結びつけているものもございます。

　また、障害のある方につきましても、

校区福祉委員会、あるいは民生委員さん

等、地域からの相談を受けて、障害のほ

うは既に障害別にそれぞれの相談支援事

業所もございますので、そういったとこ

ろにつないでいっているというのが実態

でございます。
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　ただ、やはりコミュニティソーシャル

ワークの活動自身が校区福祉委員会、あ

るいはその中核となっています民生委員

さん等との関わりの中で事業を進めてい

るということがございますので、どうし

ても校区福祉委員会等の取り組みに一定

規定されて、やはり高齢者の方の相談が

中心になっていると。そういった実態が

あるかなというふうに考えております。

　そういった観点から今、公民館で取り

組んでおります育児事業につきましては、

保健師が取り組んでおりまして、コミュ

ニティソーシャルワーカーは関われてい

ないというのが実態でございます。

　やはり、コミュニティソーシャルワー

カーの業務の関係から、地域での相談支

援プラス地域での相談支援体制をつくっ

ていくということが一つの大きな任務だ

と思いますので、そういう意味ではどう

しても校区福祉委員会なり、民生委員さ

んというところを軸とした取り組みになっ

ていくというのは、一定いたしかたない

部分があると思います。

　ただ、やはり、そこだけにとどまって

いてはあれなんで、今、ご指摘のように

育児事業をはじめとした、いろんな形で

地域で展開されている事業につきまして、

コミュニティソーシャルワーカーがもっ

と積極的に関わっていくような形での今

後の事業展開について努力してまいりた

いというふうに思います。

○森内一蔵委員長　早川課長。

○早川環境業務課長　給食残渣の取り組

みについてご答弁させていただきます。

　給食残渣につきましては、現在市内の

小学校１０校について回収を行っており

ます。

　１９年度は４万９，１７５キログラム、

２０年度におきましては、４万６，８２

０キログラム、２１年度につきましては、

４万４，０６０キログラムと年々減少傾

向にはなっておりまして、昨年度の取り

組みとしましては、市内の小学校４年生

の環境センターへの社会見学時に給食残

渣がどうなっているかという説明等、食

べ物の大切さを説明をさせていただいて

おります。

　また、あと各小学校からの出前講座の

要請とか、カーニバル的なものがありま

したら、そのときにも同様な取り組みを

行っております。

　今後につきましても、教育委員会等と

連携しまして、子どもたちに食の大切さ

を教えていくように取り組んでまいる考

えでございます。

○森内一蔵委員長　杉本次長。

○杉本生活環境部次長　市民法律相談の

件でございます。まず、２点あったかと

思います。まず、前のほうの前さばき。

市民の方が来られたときに、適切に法律

相談につなげるかどうかということでご

ざいますが、事務報告書のほうにもござ

いますように、日々、自治振興課以外に

も各課にたくさんの相談が寄せられてお

ります。その中で、市役所においでにな

られる方、電話をかけられる方について

は、まず、受付、電話交換等でおおむね

の内容をもしおっしゃられば、そこで担

当課につなぐ。そうでない、受付等で判

断できないものであったら、自治振興課

のほうへつないでいただくというふうに

受付のほうにもお願いをしておりまして、

できるだけ的確に担当課につなげるよう

に、いわゆるたらい回しというようなこ

とのないようにというふうには心がけて

いるつもりでございます。

　その中で、特に法律相談の分でござい

ますけども、消費者相談もそうなんです

けども、特に法律相談の場合は、相談内

容が非常にプライバシーに関わる場合が
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多うございますので、あまり詳しく聞き

取るということをしないほうがいい場合

も実はございます。相談内容の中で特に

家族関係の問題でありますとか、近隣の

問題でありますとか、そういったもので、

ちょっと市では手を出せないというよう

なこともございまして、その点について

は、できるだけ法律相談をご利用いただ

くというふうにしております。

　もちろん、担当課で解決できるものに

ついてはそういうふうにしておりますが、

できるだけ的確に、法律相談だけではな

しに、さまざまな相談業務を持っており

ますので、それにつないでいきたいとい

うふうに、もう一つは、その職員がいか

にそれを正しく聞き取って、正しくつな

ぐかということに尽きるんだと思います

けども、そういうふうに心がけて、また

努力をしてまいりたいと考えております。

　また、法律相談ですべてが解決できる

のかということでございますが、これは、

確かに１件あたり３０分という制約、回

数は平成１８年ぐらいから月曜日、木曜

日の２回にふやして、大分と受けやすく

はなってきておりますけども、まだまだ

時間的な制約がございまして、解決はで

きない問題も多々ございます。

　法律相談を受けられた方によっては、

やっぱりサジェッションすることによっ

て、迷われてたことが心が決まると、こ

ういった効果もあるのかなと。また、具

体的にやはり弁護士さんを入れて、相手

と交渉しなくてはいけないこともござい

ます。これについては、私どもでお願い

しております弁護士さんがそこの場で引

き受けてということはしておりません。

営業活動に当たりますので、それはお断

りをしておりますが、市民の方からお聞

きいただきましたときには、最近は司法

制度改革の中で法テラスであるとか、大

阪弁護士会等の相談業務、そういうこと

を受けていただく窓口が広がっておりま

すので、そういったものへ適切につない

でいくということで、処理をしておると

ころでございます。

○森内一蔵委員長　前野参事。

○前野健康推進課参事　４か月健診と１

歳半健診の有所見者の内容の傾向とアプ

ローチについてご答弁申し上げます。

　４か月健診は、現在９８．６％の受診

率ですが、身体面の有所見者数が２３０

人ということで、３割弱が有所見になっ

ております。この４か月での有所見者の

内容は、体重の伸び、先天性の股関節脱

臼の疑い、湿疹という問題がここに掲示

をされています。心疾患とか重症な身体

疾患もありますが、その場合は、ほとん

ど病院との関わりがございます。また保

健所が身体障害については関わっており

ます。それ以外の先天股関節の場合は、

紹介状を出して病院に受診勧奨するとい

う形になりますし、湿疹と体重の伸びで

あれば、二次クリニックということで、

約束クリニックというのが後日あります

ので、そこでもう一度小児科の診察をう

けるというような対応をしております。

それ以外では、育児相談、訪問指導とい

うことも実施しております。このような

アプローチをしております。

　１歳半健診は、９４．６％の受診率で

す。ここで精神面が２４５とやはり３割

強の所見があります。この場合は、１歳

半では言葉の伸びを主に精神面で確認し

ていくところですが、言葉のおくれ、言

葉の代行する指さしというのがあります。

ワンワンどれってお尋ねしましたら、ワ

ンワンと指さしで示すことでことばが認

識できると判断します。それは言葉の代

行になります。そういう部分が少しおく

れてきているというような傾向はござい
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ます。

　ここでのアプローチですが、それも二

次クリニックの約束クリニックで心理の

発達相談員が入りまして、確認するとこ

ろがあります。そちらで、もう一度ご相

談を受けたり、訪問指導、育児相談、病

院に紹介するというようなアプローチを

しているところです。

○森内一蔵委員長　乾次長。

○乾生活環境部次長　温暖化対策に関わ

ります雨水タンク設置補助金につきまし

て、執行率が少し低いのではないかとい

うようなことでございますので、答弁さ

せていただきます。

　雨水タンクの設置補助金につきまして

は、雨水タンクの購入費と設置費用の２

分の１を補助するもので、１件につき３

万円を限度としております。２１年度の

実績としましては、３万円を補助した方

が４件、２万円を補助した方が５件、１

万５，０００円を補助した方が１件、５，

０００円を補助した方が１件、４，００

０円を補助した方が２件で、合計１３件

の補助がございました。金額といたしま

して補助額は２４万８，０００円でござ

いました。

　執行率が約５０％と低くなっておりま

すけれども、補助金制度のＰＲ方法とし

ましては、市の広報紙に補助金の記事を

掲載してもらったり、あるいは公民館や

雨水タンクの販売店へ補助金のＰＲパン

フレットを設置していただいたりしてお

ります。また、市のホームページにも掲

載させていただいております。

　しかし、この補助件数が少なかった件

につきましては、補助金制度のＰＲがやっ

ぱり行き届いてないという点と、それか

らやはり地球温暖化に対する市民啓発と

いうんですか、何か取り組まなければい

けないという市民意識の高揚といいます

か、そういったものを図る努力が不足し

ていたのかなというふうに考えています。

○森内一蔵委員長　阪口参事。

○阪口保健福祉部参事　健康推進課で実

施をしております親子教室、育児相談に

つきまして、その主眼についてご答弁申

し上げます。

　まず、親子教室事業でございますけれ

ども、事務報告書１３９ページに親子教

室事業、三つの教室を掲げさせていただ

いております。よちよち広場、すこやか

ルーム、ノーバディーズパーフェクトと

いう事業でございます。これにつきまし

ては、先ほど前野参事のほうからご答弁

させていただきましたように、乳幼児健

診でいろんな課題を抱えた親御さんを我々

のほうで抽出をするということで、各種

の教室にまたご案内する。

　その目的でございますけれども、私ど

も母子保健の目的に沿いまして、親子の

健やかな成長を支援するということでご

ざいます。現在、核家族化によって、育

児が非常に孤独になる。そのためにいろ

んな社会的な問題が噴出しているという

のが現状だと思います。そういった孤立

になりがちな育児支援を支えていくとい

うのがこの三つの事業でございます。

　よちよち広場でございますけれども、

６か月から９か月のところでご案内をさ

せていただきまして、毎年度ほぼ延べで

１３０組前後の親御様が参加をしていた

だくということでございます。

　すこやかルームにつきましても、１．

６歳から２歳児とその保護者をこれは主

に１歳６か月健診で課題のある親子さん、

そういったものを保健師等が観察をいた

しまして、あるいは臨床心理士の先生方

にもご参加いただきまして、相談に応じ

る、あるいはグループワークをするといっ

たことで不安の解消を図る。また、同時
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にその中で地域でのその参加者同士の相

談事、悩みを打ち明ける、そういったこ

とによって不安を解消していくといった

ものが目的でございます。

　ノーバディズでございますけれども、

これも趣旨・目的は同じでございます。

これにつきましては、面接を１回含めま

して、８回のセッションで９回の講座を

年間一コース開催をしております。これ

につきましても、よちよち広場、すこや

かルームよりもう少し密度の濃い参加者

同士の自由な議論ではないんですけれど

も、悩みをお互い相談しあって、その中

でファシリテーターという不安解消のた

めのいろんなカウンセリングをするといっ

た方がおられるんですけれども、毎回参

加していただくことによって家庭での、

地域での子育てを少しでも緊迫したとい

いますか、追い込まれた状況を少しでも

緩和していくといったことが主眼として

やっておるという事業でございます。

○森内一蔵委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　それでは、２回目お

聞かせいただきたいと思うんですが、ま

ず、保育所の待機児童のことにつきまし

て、２１年度４月では全くなかったもの

が年度末の３月では８２件もあったとい

うようなことがありました。こういう場

合に、やはり対応していくというのが、

ファミリーサポートセンターに求められ

ているものじゃないのかなというふうに

も、私思うんですね。

　そうなっていくと、もうこれ関係して

いくので、そのことをお聞きしますけれ

ども、ファミリーサポートセンター事業

について、例えば紹介のチラシを配るで

あるとか、あるいはその拠点で説明され

るというようなことで、啓発に努めてい

くんだというようなことなのかなと思う

んですね。要は、認知がされていないか

ら、利用が少ないというのが、参事のお

考えなのかなと思うんですけれども、果

たしてそれだけなのかなというのも、やっ

ぱり考えていかなあかんと思うんです。

つまり、知っているけれども、要は援助

会員、依頼会員にもならないと言われる

方も多々おられるんじゃないかな。とい

うことは、本当に利用する方からして、

利用しやすいものになっているのかなと

いうこと、これ何回も私、申し上げてい

ると思うんですけれども、そういう視点

でもやはり検証がいるんだと思うんです。

　私が、仮に子どもをだれかのご家庭に

預けるとなったときには、やはりそこに

やっぱり不安を感じるわけで、やはり悪

い言い方をすると、密室になってしまう

わけじゃないですか、家庭に預けるわけ

ですから。そこに対して、やはり不安と

いうのは、非常に大きいものがあると思

うんですね。そこをやはり私は、何らか

の形で解消していくということが大事で

はないかなと思ってまして、要は、複数

の目があるということが大事なんだろう

と思うんです。そういったときに考えて、

例えば、一つ提案させていただきたいん

ですけれども、摂津を見渡した場合には、

特徴の一つとして、非常に集会所が多く

あるんだと。要は地域に根ざしてあるん

だということがあると思うんです。

　そういったところをお借りをして、こ

ういった事業の代わりになるようなもの

ができないのかということは、非常に私、

兼ねてから思っておりまして、そうなる

と、複数の目で、子どもを見ることもで

きますし、そうなっていくと、預ける側

からしても、また、その預かる側からし

ても、いろんな不安といったものが解消

されていくんじゃないのかなと思うんで

すね。

　それを今すぐにどうですかということ
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も言えないと思ってますんで、この点に

ついては、そういう点で、やはり要は言

いたいことは、なぜ入らないのかという

ことが、知らないというようなことだけ

ではなしに、お願いする方、あるいは預

かろうという方からしたときに、動きや

すいというか、そうもっていきやすいよ

うにするためにどうすればいいのかとい

うことが大事ですよということを私は申

し上げたわけで、そのための例として申

し上げたわけでありますので、ぜひそう

いった観点からもご検討いただきたいな

と思っておりますし、そういうことが待

機児童の解消ということにもつながって

いくんじゃないのかなと思ってますので、

ぜひその点についてご検討いただきたい

なというふうに思います。

　それと、希望の園でサービスを受けれ

ないケースということで、２１年度の末

では１２２件もあったというようなお話

をお聞かせいただきました。これは、私、

ある方からお聞きしたんですけれども、

以前、大分前の話なんですけれど、お子

さんがお二人おられて、上の方はある保

育園で預けておられて、希望としては、

下の子どももそこに要は預けたい。だけ

ども、そこは満員だから、違うところに

預けざるを得ないと。形としては、待機

ではありませんよね。要は二人とも保育

サービスを受けれているわけですから。

しかし、利用する立場からしたら、要は

希望するところに下の子は行けてないわ

けですから、これは待機とかわらんと思

うんですよ。要は、心情的な話ですると

ね。そういうところからお聞かせいただ

きたいんですけれども、ぜひ、こういう

点についても、いろんな課題があるのか

なと思いますけれども、今後、どのよう

にしていくべきなのか、ぜひ、ご検討い

ただきたいなというふうに思います。

　それから、コミュニティソーシャルワー

ク事業なんですけれども、新たに南別府

団地で拠点を開設したというようなお話

しいただきました。ということは、今後

は、どんどんとそういう拠点をふやして

いこうというお考えなのか、やはり地域

に出向いていくということは、非常に大

きな効果があるんだというふうに、私は

思うんですけれども、そういう方向でお

られるのかということについては、一度

お聞かせいただきたいなというように思

います。

　それから、公民館での育児事業という

ことについて、ソーシャルワーカーは関

われていないというような答弁がござい

ました。しかし、地域では民生委員の方

であるとか、あるいは保健師の方である

とか、いろんな方が子育て中の親御さん

にもアプローチができているわけで、こ

こは私、思い切って発想をかえたらどう

なのかなと。要は、コミュニティソーシャ

ルワーク事業の対象というものを、思い

切って、高齢者の方であるとか、あるい

は障害者の方にもう基本的に絞っていく

というようにして、子育て中の方は、ま

た民生委員であるとか、保健師の方にお

任せしていくということも一つの方向で

あるんじゃないかなというふうに思うん

ですね。その点についても、一度お聞か

せをいただきたいなというふうに思いま

す。先ほどの答弁では、今後、子育て中

の方にもアプローチしていくという話が

あったんですけれども、ぜひ、そういう

ことはあるんじゃないかなと思ってます

んで、お聞きをしたいと思います。

　それと、公民館での育児事業について

は、これ私、執行率が低いというように

思ってます。これは当然のことなのかな

と思ってまして、要は、公民館に行くと

いうことは、顔見知りの方に会う可能性
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が非常に強いと。要は、自分の子どもの

幼稚園、保育所、小学校で顔見知りの方

と、あるいは地域の方と会う可能性が高

いというときに、果たして子どもの育児

の相談に行くのかなと思うと、私、そう

じゃないと思うんですね。ということは、

利用者の目線から立つと、やはりそこは、

もっとプライバシーが守れるような形で

の相談事業ということに、私はなるべき

ではないのかなと思っているんですけれ

ども、その点についても今後の方向性を

どのようにお考えなのか、２１年度の実

績を踏まえて、もう一度お聞かせいただ

きたいと思います。

　それと、健診のことと親子教室のこと

につきましてお聞かせいただきました。

特に１歳６か月の健診で、特に言葉のお

くれが進んできている傾向があるという

ことについては、非常に私も心配すると

ころであるんですけれども、その点につ

いても、この親子教室等の中でも対応し

ていただいているということで、これに

ついては、ぜひそういうことをして主眼

においた対応をしていただきたいなとい

うふうに思っておりますし、それで、親

子教室についてなんですけれども、例え

ば、孤立しがちな、育児といっても支え

ていくんだというようなお話もございま

したし、不安解消していくんだというお

話もございました。

　それは、大変に私はすばらしい取り組

みであると思うんですけれども、もう一

歩進めていただきたいなと強く思うわけ

なんですね。それは、例えば、特に子ど

もたちの問題にずっと考えていくと、最

終的には、家庭の問題に行きつくという

ケースが非常に多いと思うんですね。そ

の際に、何とかして家庭にアプローチし

ていこうとするんですけれども、もう子

どもが義務教育の課程に入りますと、な

かなか行政としてのその思いが伝えられ

ないと、そういう機会さえもなかなか持

てないというようなことがございまして、

じゃ、いつ、そういう機会があるねんと

いうとですね、もっともっと子どもが小

さい、こういう親子教室なんかの対象と

なるような時期ですよね。

　そういう時期に家庭に対して、やはり

行政としてのその家庭ってこうあるべき

ですよねというようなお話をしていくと

いうことが大事ではないのかなと。それ

が、子どもたちの横断的な成長を考えた

場合には、非常に大きな私は効果を生む

んじゃないのかなと思っておりますので、

この点については、また新たなところに

主眼を置いていただいて、親子教室といっ

たものも、充実をしていっていただきた

いなと思っておりますので、この点につ

いてもお願いをしたいと思います。

　それと、相談事業について、法律相談

の事業についてであるんですけれども、

詳しく聞けないケースもあるんだよとい

うようなお話がございました。それはそ

のとおりだと思うんですけれども、やは

り、まず、どのような趣旨なのかという

ことをお聞きをして、その結果、これは

法律相談事業へつなぐべきだと判断され

ると、利用者の立場からすると、そした

ら、いついつに来てくださいというよう

な、そういう約束をしてほしいわけです

よね。つまり、法律相談事業は、この日

のこの時間にあるから行ったけれども、

たくさん人がおって、相談になかなか応

じていただけないと。しかも非常に待っ

てしまうということは避けるべきだと思っ

てますので、本当に利用しやすい態勢が

どうであるのかということについて、他

市でもいろんな取り組みがあると思いま

すので、参考にしていただいて、取り組

んでいただきたいというふうに思います。
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　それと、これ法律相談の中では、解決

できない問題もあるんですよというよう

な次長のお話だったと思うんですけれど

も、私は、そのとおりだと思うんですね。

つまり、これは、本格的に法律事務所で

相談するべきなのかどうなのかというこ

とを判断するのが、ここの私の趣旨やと

思ってますので、私はそういう立場で、

ぜひこの事業については当たっていただ

きたいということで、お願いをしたいと

思います。

　続きまして、給食の残渣のことでござ

います。今、課長から答弁いただきまし

て、年々減っているというようなお話で

ございました。４年生においては、社会

見学をして、子どもへの啓発をしている

という話だったんですけれども、もちろ

ん、それは大事なんですけれども、やは

り、学校で実際に子どもたちに教えてい

る先生方に対する啓発というのも非常に

大事だと思ってまして、そこをやってい

かないと、私はこの問題はなくなってい

かないと。本来は、この給食残渣堆肥化

という事業は、その使命を終えるという

のが望ましいと思っておりますので、そ

のために、ぜひもっと積極的に学校の現

場の先生方にもそういったことをぜひ啓

発というか、ご指導いただきたいなと思っ

ておりますし、やはり、家庭に対する指

導というのもあるのかなと思ってますの

で、この点は、保健福祉のほうとも関係

してくるのかと思うんですけれども、ぜ

ひこの点についても、今後さらなるご指

導をお願いしたいなと思っております。

要望でお願いしたいと思います。

　それから、雨水タンクの設置というこ

となんですけれども、昔、よく家庭で出

た食物の残りなんかを堆肥にするという

装置があって、これに対しては、複数の

自治体で補助していたと思うんですね。

そういうときには、例えば、それを買い

にいく、量販店に行くと、何々市で補助

してますよとか出てたわけなんですね。

そういったことをすることによって、こ

れを買ったら補助が出るんだなというこ

とで、じゃ、買ってみようかとなっていっ

たと思うんですけれども、これ、雨水タ

ンクについては、実際に半額補助してい

るわけで、そうなったときに、例えば、

量販店に足を運んだときに、摂津市では

雨水タンクを設置していただくと、半額

補助しますよという案内がされているの

かですよね。本当に効果的な案内がされ

ていたのかということは私疑問だと思う

んですけれども、ぜひ、そこをいま一度

振り返っていただいて、私は、この雨水

タンクの設置というのは、大事な取り組

みの一つだと思ってますので、もう一度、

本当に市民の方に訴えかけるような啓発

の仕方といったものを再検討していただ

きたいと思っておりますので、これも要

望としてお願いしたいと思います。

○森内一蔵委員長　答弁を求めます。

　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　それでは、コミュ

ニティソーシャルワークの件につきまし

てご答弁申し上げます。

　まず、地域での出張相談の今後の方向

性でございますけれども、基本的にはや

はりそういった相談箇所をふやしていき

たいというふうに考えております。

　ただ、地域で相談を受ける場合、コミュ

ニティソーシャルワークがその場に一人

いて、相談に来られる方を待っていると

いうのでは、やはり本当の意味の相談事

業をなさないというふうに思っておりま

す。そこに例えば地域の民生委員さんが

なかなか市役所とかには連れていけない

方を地域でやるからそういう場所へ連れ

ていって、一緒に相談をするとか、ある
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いは、日頃、民生委員さん等が活動の中

で対応に困ったこととか、あるいは、こ

ういう場合、市としてどのような対応を

してもらえるんだろうかとか、そういっ

た相談をしやすいといいますか、そういっ

たところでそういった相談も受けるといっ

たようなことがなければ出張相談という

のは、なかなか成り立たない。効率の問

題も含めて問題があるというふうに思い

ます。そういう意味では、民生委員さん

等、やはり地域の方の協力なり、それか

らプライバシーの問題、場所の確保とか

いった問題があるかというふうに思いま

すので、そのあたり、民生委員さんをは

じめとした地域の福祉関係者の方のご協

力、それから場所の確保、こういったも

のの条件がクリアできれば、ぜひ広げて

いきたいというふうに考えております。

　それから、もう一点、コミュニティソー

シャルワークの今後の事業の方向性とい

うことでご指摘いただいていると思いま

す。確かに、相談件数等見ましても、子

育て関係の相談件数が少ないというのが

実態でございます。先日も高齢者の虐待

防止の会議で、ある中学校区の民生委員

さんの地区長のほうから、包括とコミュ

ニティソーシャルワーク事業が一体となっ

て、民生委員さんの活動からすると、非

常に相談がしやすくなったと。困ったと

きの包括頼みというんですか、民生委員

さんがいろいろ地域で問題が起こったと

きとか、すべて直接包括のほうへ電話を

入れるか、コミュニティソーシャルワー

カーのほうへ情報を入れれば、すべて伝

わると。そして、そこからそれぞれの機

関とかに振ってくれるということで、民

生委員さん等からは、今の体制は非常に

相談の窓口としてはよくなったというふ

うにご指摘をいただいています。そうい

う意味では、やはり民生委員さん等の相

談の中身がどうしても高齢者中心の相談

になっているという実態があるかなとい

うふうに思うんですけども、コミュニティ

ソーシャルワーカーの業務といたしまし

て、基本的にはやはり窓口としては、子

育て、地域でそういう子育ての問題も含

めて、地域の民生委員さんはじめとした

福祉関係の方が聞かれた相談なり、そう

いったことについては、窓口としては開

けておかなければならないかなというふ

うには思っておりますので、絞るという

ことではなくて、客観的にはそうなって

いる部分があるかというふうに思います

けれども、コミュニティソーシャルワー

カーの業務として基本的にはやはり窓口

は広げておきたいというふうに考えてお

りますので、そのあたりご理解いただき

たいと思います。

○森内一蔵委員長　阪口参事。

○阪口保健福祉部参事　親子教室、育児

相談に関する委員ご指摘の件でございま

すけれども、私ども先ほど申しました３

事業につきましては、親同士が一つの教

室に集まって、グループミーティングを

行うことによって、それぞれの抱えてい

る悩みを緩和するということを主眼にお

いております。

　どうしても、この親御様、それぞれ育

児に関する悩みにつきましては、いわゆ

る子育てに限られたことではなく、経済

的な面も含めまして、それぞれの個々人

の事情に応じた、いわゆるプライバシー

に関わる事項が多くございます。家庭に

主眼を置いた育児支援の取り組みという

ことも委員ご指摘のとおり、私どもそれ

は日常的にも痛感しているところでござ

います。

　私ども、この親支援といいますか、育

児支援に関しましては、現在、今、保健

師がおりますけれども、それぞれ地区を
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担当いたしまして、乳幼児健診あるいは

そういった教室、参加者に行って、いろ

んな悩みをお聞きをすることによって、

早期に、場合によっては家庭児童相談室

とも連携をとりながら、こども育成課と

も連携をとりながら、それぞれ家庭訪問

をしていると。そして、それぞれの悩み

をお聞きして、その人に必要なサービス

の紹介あるいは直接お悩みを聞くことに

よって、一緒に行動もするといった保健

師活動も取り組んでおります。

　その辺の活動につきましては、事務報

告書の乳幼児訪問指導事業というところ

で、１３９ページに記載をさせていただ

いておりますけれども、こういったとこ

ろで、一応家庭の中に入り込んで、ある

いは地域に入り込んで活動というか、取

り組みをしているというのが実態でござ

います。今、委員ご指摘の子育ての中心

といいますか、基礎、ベースはやっぱり

家庭にあると私ども思っております。そ

ういったことも肝に銘じながら、今後も

取り組んでまいりたいと考えております

ので、よろしくお願いします。

○森内一蔵委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　それでは、最後、要

望にさせていただきたいと思いますけれ

ども、コミュニティソーシャルワーク事

業のことについて、地域での場所が確保

できれば、どんどん広げていきたいんだ

というような方向性だろうと思いますの

で、今、副市長おられますので、ぜひ、

ソーシャルワーカーの方が地域で活動で

きるようなということで、ぜひ、これは

行政として取り組んでいただければなと

思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。

　それと、コミュニティソーシャルワー

ク事業もそうですし、公民館での育児事

業もそうなんですけれども、要は取り組

み自体はすばらしいと思ってるんですね。

やはり、いろんな方が、いろんな悩み事

を持っておられて、それを相談しやすい、

あるいは対応しやすい、そのためにはど

うあるべきなのかという、いわゆる利用

者の目線というのか、視点というのが大

事だと思ってますので、しっかりとまた、

結構プライバシーに関わるような問題も

多々あると思いますので、そういったこ

とに遠慮されて、相談したいんだけども

できないというようなことのないように

ということは、ぜひお願いをしたいと思っ

ております。

　この点については、要望として申し上

げまして、質問を終わりたいと思います。

○森内一蔵委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午前１０時５０分　休憩）

（午前１０時５１分　再開）

○森内一蔵委員長　再開します。

　認定第７号の審査を行います。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

　質疑のある方。

　弘委員。

○弘豊委員　パートタイマー等退職金共

済の特別会計に関わって質問させていた

だきたいと思います。

　おとといの一般会計の質疑の中でも、

このパートタイマー共済の件、私のほう

の質問の中で、事業所調査のその中で触

れられたかというふうに思うんですが、

２１年度、この事務報告書のほうを見ま

したら、２１年度は、事業所のほうは４

４から４２に減りましたけれども、共済

をかける対象者の方は２２１人から２４

２人に数字としてはふえているというよ

うな報告になっています。決算概要の歳

出のほうを見ましたら、パートタイマー
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等退職給付金のところでは減っていると

いうようなことかなというふうには思う

んですけれども、このかけている共済の

方が人数ふえてきている、そういう中で

の取り組みを少し教えていただけたらと

いうふうに思うのが一点。

　それから、おとといの答弁の中にもあ

りましたように、調査の中で実際に事業

所の方たちからのお声として、それぞれ

私も拾ってきたんですけれども、この制

度を知っていると答えられた方が１０５

件で２０．３％。知らない方、これが２

８５件で５５．１％と、これは半数以上

になっているというようなことですね。

また、詳しい内容を知りたいが１９件。

パートや従業員の福利厚生として関心が

あるという方が１１件。この１９件や１

１件の方たちが実際加入するというよう

なことになれば、また今の規模からしま

したら、大分ふえるのかなというふうに

も思うわけです。どういう働きかけがこ

の間されてきているかというようなこと

をまたお聞きしたいと思います。

　あと、関心がないと答えられている方

が９７件。これまた１８．８％というこ

とで、多いなというふうな感想を持った

んですけれども、従業員の福利厚生とし

ては、大変いい制度だなというふうにも

思うんですけれども、これに対して事業

主が関心がないというふうなこと、実際

にパートでの雇用の方がいらっしゃらな

いところもあるのかなというふうには思っ

たりはしたんですけれども、労使関係の

問題とかで、良好な関係を築いていくこ

ととかもやっぱり市内事業所の中で、きっ

ちり取り組んでほしいなというふうな思

いもあるわけで、少しこのあたりの状況

を担当課としてのとらまえ、分析なんか

をお聞かせいただけたらというふうに思っ

ております。

○森内一蔵委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　パートタイマー等

退職金共済の現状としましては、まず、

加入者の件を報告させていただきます。

平成９年度には、６２９名の最大の加入

を抱えまして、それ以降９年間連続して

加入者が減少しております。平成１８年

度からは、景気停滞化はありますが、事

業所の方に、本市からいろいろな資料を

お送りしている中で、一定、セーフティ

ネットという趣旨のご理解をいただけ、

徐々にではありますが、加入者の回復は

しており、３年連続で増加をいただける

までになりました。ただ、まだまだ経済

的足もとが弱い中、啓発周知につきまし

ては、今まで以上に取り組んでまいりた

いと、まずそういう形で進めております。

　それと給付の状況ですけども、パート

タイマー共済制度は、制度を導入しまし

て、２５年を経過しております。当初時

代に加入された方が高齢になってこられ

てますので、退職の時期を迎えており、

そういう方々の給付がふえております。

一例を申し上げますと、２０年度と比較

しまして、最高額でいいますと、２０年

度は９０万４，０１９円。また、２１年

度では、９３万６，９６１円と、３万２，

０００円ほど増額しています。また、平

均額で見ますと、２０年度は８５．８か

月の加入の方に対して、２２万５，７５

８円を給付し、２１年度では、１３５か

月の加入の方がやめられて、給付額を平

均額としまして、３５万５，３１１円と、

５７％の平均額が増加しております。

　これは、給付額がふえたのは、まず、

長期加入の方がおやめになってこられて

いるいう状況が推測されます。

　もちろん、相対的に給付額がふえます

ので、１％運用しております利息だけで

は、１％を賄いきれませんので、一般会
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計から繰出しという形でいただいている

お金も今の段階では給付額が減ることに

よっていただくお金も少し減ってきてい

るという形になっております。

　また、２点目、事業所の調査の結果で

すけども、これも二日前の委員会の中で

ご答弁させていただいておりますが、知

らないとお答えいただいた事業所が５５

％ありました。これを産業振興課として

は、真摯に受けとめまして、早速このデー

タを活用し、知らない、または関心があ

る事業所にパートタイマー等退職金共済

制度の周知と申込用紙を送付させていた

だきました。

　また、送付した事業所に対して、アプ

ローチをかけた中、２社の加入をいただ

きました。また、いろいろ電話でアプロー

チしている中で、関心はあるが、非常に

下請けの状況も厳しいと、事業所は、経

費節減に走っている中で、一定セーフティ

ネットという理解はできるけども、その

財源がなかなかしんどいというお答えも

いただきました。また、今後の周知につ

きましては、その辺の事情も考慮に入れ

た中、何らかの対応をしていきたいとい

う形で考えております。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　この制度の趣旨からいいま

したら、やはり働いている人たちの雇用

環境もしっかり守っていく、パートタイ

マーという不安定な身分であっても、長

く働き続けていく、そういう状況という

のは、この間の経過、加入されてきた方

のこの共済の払戻しのそういう状況から

見ても伺えるんじゃないかなというふう

に思うんですが、昨今の本当に労働力、

働く人たちがもののように使い捨てにさ

れるようなそういう中にあって、本当に

その精神といいますか、それらを事業者

の方に知ってもらう、また、そういう思

いで事業を進めてもらうというようなこ

とが大事なのかなというふうに思ってい

ます。

　啓発が中心になるわけであります。強

制的なもの、指導するみたいなところま

ではいかないというようなことはもちろ

んわかるわけでありますけれども、先ほ

どもあげています関心がないというよう

な事業所ですね、こういうふうなところ

の状況ですね、どうして関心がないのか

なというようなことも少しまた、心寄せ

て、鋭意調べていただきたいなというふ

うに思います。この場で答弁というよう

なことにもならないかと思いますので、

要望としてとどめておきたいと思います。

○森内一蔵委員長　ほかに質疑のある方。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午前１１時１分　休憩）

（午前１１時３分　再開）

○森内一蔵委員長　再開します。

　認定第３号及び認定第４号の審査を行

います。本２件のうち、認定第４号につ

いては補足説明を省略し、認定第３号に

ついて補足説明を求めます。

　佐藤保健福祉部長。

○佐藤保健福祉部長　認定第３号、平成

２１年度摂津市国民健康保険特別会計決

算認定の件につきまして、補足説明をさ

せていただきます。

　平成２１年度は平成２０年度に老人保

健医療制度が後期高齢者医療制度に移行

し、６５歳から７４歳までの前期高齢者

について、保険者ごとの前期高齢者の偏

在による負担の不均衡を調整するための

制度が設けられ、退職被保険者から一般

被保険者に移行したことにより、予算の

枠組みが大きく変動し、それに伴って、
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年度間の精算額が多額に上っております。

　まず、国保加入者総数は、２万６，５

６４人で、前年度に比べ、年間平均で１．

３％、３３７人減となりました。加入者

の内訳を見ますと、一般被保険者につい

ては、２万５，１２６人で、前年度に比

べ、１．０％、２５５人減、退職被保険

者については、１，４３８人で、５．４

％、８２人減となっております。

　それでは、まず歳入でございますが、

１８ページ、款１、国民健康保険料、項

１、国民健康保険料、目１、一般被保険

者国民健康保険料は、前年度に比べ５．

１％、約１億１，１７１万円の減となっ

ております。一般被保険者にかかる一人

当たり現年度保険料調定額は、医療分は

７万５３９円で、前年度に比べ３．０％、

２，１５２円の減。また、後期高齢者支

援金分は１万６，５６１円で、前年度に

比べ１．７％、２８２円の減。介護納付

金分は、２万１，１９８円で、前年度に

比べ３．６％、８０３円の減となってお

り、一般被保険者全体では、９万３，８

０６円となり、前年度に比べ２．９％、

２，８０４円の減となっております。こ

の結果、被保険者数の減とあわせ、一般

被保険者保険料は減となったものでござ

います。収納率は一般被保険者分全体で

現年度分が８３．８％、滞納繰越分が８．

６％でございます。

　目２、退職被保険者等国民健康保険料

は、前年度に比べ１３．１％、約２，７

４７万円の減となっております。一人当

たり現年度分調定額は全体で７．３％、

１万１６９円の減となり、被保険者数の

減とあわせ、退職被保険者等保険料は減

となったものでございます。収納率は現

年度分９５．７％、滞納繰越分１０．３

％でございます。なお、不納欠損処分に

つきましては平成１９年度分以前の消滅

時効等によるもので、延べ３，４７１件

でございます。

　款２、使用料及び手数料、項１、手数

料、目１、督促手数料は、前年度に比べ

８．９％の減でございます。

　款３、国庫支出金、項１、国庫負担金、

目１、療養給付費等負担金は、前年度に

比べ１１．５％、約２億１３８万円の増

となっております。これは、老人保健医

療制度が平成１９年度末で廃止され、老

健拠出金負担金が大幅に減少したものの、

新たに後期高齢者支援金負担金が収入さ

れたことに加え、療養給付費負担金が増

加したことなどにより増となったもので

ございます。

　目２、高額医療費共同事業負担金は、

前年度に比べ１５．０％、約７９８万円

の減で、高額医療費共同事業拠出額の４

分の１の交付を受けております。

　目３、特定健康診査等負担金は、前年

度に比べ３６．０％、約２０８万円の増

で、特定健康診査及び特定保健指導費用

について基準額の３分の１の交付を受け

ております。

　２０ページ、項２、国庫補助金、目１、

財政調整交付金は、前年度に比べ４６．

１％、１億４，６１６万円の増となって

おります。これは、普通調整交付金が約

１億５，０００万円増と大幅にふえたこ

とによるものでございます。

　目２、介護従事者処遇改善臨時特例交

付金は、介護報酬改定による介護従事者

の処遇改善に伴い、介護保険料が上昇す

ることを抑制するために、平成２１年度

と平成２２年度に限って交付される交付

金で、過去３年平均の介護納付金実績に

応じて交付されたものでございます。

　目３、出産育児一時金補助金は、平成

２１年１０月から平成２３年３月までの

間、出産育児一時金の額を従来の３８万
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円から４万円引き上げることとなり、引

き上げ額４万円のうち２分の１が国庫補

助されることになったことによるもので

ございます。

　目４、高齢者医療制度円滑導入事業費

補助金は、高齢受給者証の郵送費用等に

かかるもので、前年度に比べ８７．３％、

約１２２万円の減となっております。こ

れは、前年度のシステム改修費がなくな

り、事務費のみとなったことによるもの

でございます。

　款４、療養給付費交付金、項１、療養

給付費交付金、目１、療養給付費交付金

は、前年度に比べ１０．５％、６，８１

１万円の増となっております。

　款５、前期高齢者交付金、項１、前期

高齢者交付金、目１、前期高齢者交付金

は、前年度に比べ１５．６％、約２億１，

４７０万円の増となっております。これ

は、保険者ごとの前期高齢者の偏在によ

る負担の不均衡を調整するために設けら

れたもので、前期高齢者にかかる給付費

等の見込み額に応じて交付されたもので

ございます。

　款６、府支出金、項１、府負担金、目

１、高額医療費共同事業負担金は、前年

度に比べ１５．０％、約７９８万円の減

で、高額医療費共同事業拠出額の４分の

１の交付を受けております。

　目２、特定健康診査等負担金は、前年

度に比べ３６．０％、約２０８万円の増

で、特定健康診査及び特定保健指導費用

について基準額の３分の１の交付を受け

ております。

　項２、府補助金、目１、事業助成補助

金は、前年度に比べ１３．３％、約１１

９万円の増となっており、精神・結核医

療給付にかかる補助金でございます。

　目２、老人医療波及分補助金は、前年

度に比べ１０．５％、約２２万円の増と

なっており、対象経費の増によるもので

ございます。

　２２ページ、目３、障害者医療波及分

補助金は、前年度に比べ５．９％、約３

１万円の増となっており、対象経費の増

によるものでございます。

　目４、財政調整交付金は、前年度に比

べ１２．２％、約４，２２０万円の増と

なっております。これは、主に普通調整

交付金のうち、後期高齢者支援金分の増

によるものでございます。

　款７、共同事業交付金、項１、共同事

業交付金、目１、高額医療費共同事業交

付金は、前年度に比べ、４６．１％、約

７，１９２万円の増となっております。

これは１件８０万円以上の高額医療費、

９８８件を対象に交付を受けたもので、

対象医療費の増によるものでございます。

　目２、保険財政共同安定化事業交付金

は、１件３０万以上の医療費に係る府下

市町村国保による共同事業で、前年に比

べ、１５．７％、約１億３，１１２万円

の増となっており、４，３７６件を対象

に交付されたもので、対象医療費の増に

よるものでございます。

　款８、繰入金、項１、一般会計繰入金、

目１、一般会計繰入金は前年度に比べ７．

９％、約３，６８２万円の増となってお

ります。これは職員給与費等繰入金が約

１，４８３万円の減となったものの、平

成２１年度は従来の保険料軽減のための

繰入れに加えて、保険料率の据え置きに

よる赤字解消分として５，０００万円を

加算して繰り入れされたことが主な理由

でございます。

　目２、保険基盤安定繰入金は、前年度

に比べ１．９％、約６６５万円の増となっ

ております。

　款９、諸収入、項１、雑入、目１、一

般被保険者第三者納付金、目２、退職被
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保険者等第三者納付金は、交通事故等に

よる第三者納付金でございます。

　目３、一般被保険者返納金、目４、退

職被保険者等返納金は、社会保険加入等

による国保資格喪失後の受診に係る返納

金でございます。

　目５、雑入は、前期高齢者の一部負担

金が２割から１割に軽減されたことに伴

う指定公費分と、平成１９年度老人保険

医療拠出金の確定による精算金が収入さ

れております。

　続きまして、歳出でございますが、２

６ページ、款１、総務費、項１、総務管

理費、目１、一般管理費は、前年度に比

べ６．０％、約５７０万円の減となって

おります。これは、人件費の減や平成２

１年度が保険証の更新年度でなかったこ

となどによるものでございます。

　目２、連合会負担金は、前年度に比べ

０．９％、約２万円の減となっておりま

す。これは被保険者数の減少に伴うもの

でございます。

　目３、市町村部会負担金は、近畿都市

国民健康保険者協議会の負担金でござい

ます。

　項２、徴収費、目１、賦課徴収費は、

前年度に比べ３９．７％、約７８６万円

の減となっており、特別徴収員の病気や

けがによる休退職などによるものでござ

います。

　２８ページ、項３、運営協議会費、目

１、運営協議会費は、前年度に比べ８．

５％の増となっております。

　款２、保険給付費、項１、療養諸費、

目１、一般被保険者療養給付費は、前年

度に比べ６．５％、約３億１，５７５万

円の増となっております。一人当たりの

保険者負担額は、２０万５，０７５円で、

前年度に比べ７．６％増となっておりま

す。診療報酬請求明細書件数は３２万７，

３７６件でございます。

　目２、退職被保険者等療養給付費は、

前年度に比べ３４．９％、約１億９，５

５１万円の大幅な減となっております。

これは、主に退職被保険者数の減少によ

るものでございます。一人当たりの保険

者負担額は２５万４，１６４円で、診療

報酬請求明細書件数は、２万２，４０１

件でございます。

　目３、一般被保険者療養費は前年度に

比べ７．９％、約１，２５７万円の増と

なっております。一人当たりの保険者負

担額は６，８５５円で、前年度に比べ９．

０％の増となっており、支給件数は１万

８，９８４件でございます。

　目４、退職被保険者等療養費は、前年

度に比べ６７．７％、約１，４７９万円

の減となっております。一人当たりの保

険者負担額は、４，９００円で、支給件

数は９９８件でございます。

　目５、審査支払手数料は前年度に比べ

０．３％、約５万円の増となっておりま

す。件数は３５万１９件分でございます。

　項２、高額療養費、目１、一般被保険

者高額療養費は、前年度に比べ２０．９

％、約１億１３万円の増となっておりま

す。１件当たりの支給額は６万１，５９

０円で、支給件数は９，４２３件と前年

度に比べ１８．９％の増となっておりま

す。

　目２、退職被保険者等高額療養費は、

前年度に比べ３７．９％、約３，１０２

万円の減となっております。これは、退

職被保険者の減によるものでございます。

　目３、一般被保険者高額介護合算高額

療養費及び目４、退職被保険者等高額介

護合算高額療養費は執行しておりません。

　また、３０ページ、項３、移送費、目

１、一般被保険者移送費及び目２、退職

被保険者等移送費についても執行してお
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りません。

　項４、出産育児諸費、目１、出産育児

一時金は、支給件数１３３件となってお

ります。

　目２、支払手数料は平成２１年１０月

から本人負担軽減のため、医療機関への

直接支払制度が導入されたため、その支

払手数料となっております。

　項５、葬祭諸費、目１、葬祭費は支給

件数１６４件となっております。

　項６、精神・結核医療給付費、目１、

精神・結核医療給付金は前年度に比べ１．

３％、約１２万円の増となっております。

支給件数は６，６３２件で、１件あたり

１，４３４円を給付しております。

　款３、後期高齢者支援金等、項１、後

期高齢者支援金等、目１、後期高齢者支

援金は、前年度に比べ１２．０％、約１

億２，５２８万円の増となっております。

これは、後期高齢者医療制度への拠出金

で、被保険者数に応じて社会保険診療報

酬支払基金に拠出するものでございます。

　目２、後期高齢者関係事務費拠出金は、

後期高齢者医療制度に係る事務費でござ

います。

　款４、前期高齢者納付金等、項１、前

期高齢者納付金等、目１、前期高齢者納

付金は、前年度に比べ１５３．５％、約

１９２万円の増となっております。これ

は、保険者ごとの前期高齢者の偏在によ

る負担の不均衡を調整するため、被保険

者数に応じて社会保険診療報酬支払基金

に拠出するものでございます。

　目２、前期高齢者関係事務費拠出金は、

前期高齢者医療制度に係る事務費でござ

います。

　３２ページ、款５、老人保健拠出金、

項１、老人保健拠出金、目１、老人保健

事務費拠出金は、老人保健に係る事務費

でございます。老人保健医療制度が平成

１９年度末で廃止されたため、平成２１

年度は医療費に係る拠出金はなく、手数

料のみ拠出をいたしております。

　款６、介護納付金、項１、介護納付金、

目１、介護納付金は、前年度に比べ５．

８％、約２，５１１万円の減となってお

ります。第２号被保険者一人当たり５万

２４６円の拠出額で、前年度と比較して、

一人当たり６１３円、１．２％の増とな

りましたが、前々年度確定拠出分につい

ての過払い額、約８，３５８万円が相殺

され、総額では減となったものでござい

ます。

　款７、共同事業拠出金、項１、共同事

業拠出金、目１、高額医療費共同事業医

療費拠出金は、８０万円以上の高額な医

療費の再保険事業として拠出したもので、

前年度に比べ１５．２％、約３，１７７

万円の減となっております。

　また、目２、保険財政共同安定化事業

拠出金は、３０万円以上の医療費の再保

険事業として拠出したもので、前年度に

比べ０．７％、約５６８万円の減となっ

ております。

　目３、高額医療費共同事業事務費拠出

金は執行しておりません。

　目４、保険財政共同安定化事業事務費

拠出金は、保険財政共同安定化事業に係

る経費を一般被保険者数に応じて拠出す

るものでございます。

　目５、その他共同事業事務費拠出金は、

退職医療制度への切り替え勧奨に係る事

務費でございます。

　款８、保健施設費、項１、保健施設費、

目１、特定健康診査等事業費は、特定健

康診査等の実施に係る経費で前年度に比

べ１５．１％、約４７８万円の減となっ

ております。これは、前年度に比べ受診

者数は若干伸びたものの、実施期間を１

２月までから２月までに延長したことに
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より、１、２月分の受診分の支払いが翌

年度回しとなったことによるものでござ

います。

　目２、保健衛生普及費は前年度に比べ

６．８％、約７１万円の減となっており

ます。これは、健康まつりの中止などに

よるものでございます。

　３４ページ、款９、諸支出金、項１、

償還金及び還付加算金、目１、一般被保

険者保険料還付金は、１３１世帯分、目

２、退職被保険者等保険料還付金は４世

帯分の過年度分保険料を還付をいたして

おります。

　目３、償還金は平成２０年度事業の確

定に伴う府老人医療波及分補助金精算返

還金などでございます。

　目４、高額療養費特別支給金は、平成

２０年４月から１２月までに７５歳になっ

た方について、７５歳に到達した月の高

額療養費の調整のための特別支給金でご

ざいます。

　款１０、繰上充用金、項１、繰上充用

金、目１、繰上充用金は、平成２０年度

の不足額を補てんしたものでございます。

　款１１、予備費につきましては、執行

しておりません。

　以上で、決算内容の補足説明とさせて

いただきます。

○森内一蔵委員長　説明が終わり、質疑

に入ります。

　質疑のある方。

　弘委員。

○弘豊委員　それでは、４点に関わって

質問させていただきたいと思います。

　決算概要２０８ページ、賦課徴収事業

になりますが、ここで執行率が７１．７

％ということになりまして、残額の大き

い分は印刷製本費やまた通信運搬費とい

うことになってるわけですけれども、徴

収員の報酬がここに記されている分では、

一般徴収員５人、特別徴収員３人という

ようなことで、昨年と同じ人数だなとい

うようなことを思ってました。先ほど部

長の説明の中で病気やけがでやめられた

方がいらっしゃるというふうにも伺った

わけなんですけれども、前年と比べまし

たら、ここの報酬が５００万ほど減って

います。人員の体制上の問題、徴収業務

がどのようにされていたのか、実態をお

聞かせいただきたいというふうに思って

おります。

　次に、２１０ページ、高額介護合算療

養費ということで一般被保険者分では１，

５００万円、退職被保険者分では３００

万円と計上されていますが、どちらも未

執行になってます。この中身、説明が聞

けたらというふうに思います。

　次の２１２ページですが、出産育児一

時金に関わってです。今回５，３１２万

円の執行ということでご説明の中では、

１３３件ですか、説明がありました。た

だ、私のほうで事業実績を見てましたら、

摂津市の国保ということで載せられてい

る分では、２０年度も２１年度もどちら

も１５１件というふうに記されてまして、

同じ件数で前年から３８万の分が４２万

に増額されてて、それがしかもその前年

よりも２１年が６２万ほどこの執行額が

減っているというようなことで、これは

どういうことかなと疑問に感じてたので

すけれども。この事業実績のところの２

１年度１５１件というこの数字が間違っ

ているのか、この件が１点と。それから、

関連しまして、これまで例年３５万、３

８万と金額については、変化があります

けれども、支払いはその金額で出てたは

ずです。この２１年からこの執行額が５，

３１２万３，３０７円というようなこと

で、この端数が出てきているわけですが、

これにつきましては、この同じ決算概要
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では、次の下の項目になりますが、手数

料ということで、これは国保連を通じて、

直接医療機関のほうに支払われる仕組み

になった関係で、これは実費のみ支払わ

れて、差額については、ご本人のほうに

はいかないのかなというふうに感じたわ

けなんですけれども、この辺の中身、流

れをお聞かせいただきたいと思っており

ます。

　最後、次の２１４ページですが、保健

施設事業の特定健康診査等委託料につい

てです。これは、特定健診について、予

算で１，８００万ほど増額してますけれ

ども、執行額では昨年よりも減っている

と。随分残が出ているというふうなこと

で、これにつきましては、先ほどもご説

明の中、期間が１２月まででなしに、１、

２月まで延長した分が来年に持ち越しに

なるというふうなことと伺ったわけです

けれども、この２１年度、健診受診者の

数でいいましたら、これも事業実績で拾

いましたら、２，０４８から２，４０９

人、これ集団健診ではふえてまして、個

別健診のほうで２，１７４から１，９６

２と若干減っている。トータルでいいま

したら、受診人数はふえているわけです。

そうは言いましても、やはり全体からい

いましたら未受診者が多いなというふう

に感じてるわけですけれども、この受診

率について、また受診率引き上げに向け

てというようなことでの取り組み、どの

ようになされているかというようなこと

についてお聞かせいただきたいなという

ことで、よろしくお願いします。

○森内一蔵委員長　堤参事。

○堤保健福祉部参事　それでは、弘委員

のご質問４点についてお答えをさせてい

ただきたいと思います。

　まず、賦課徴収費の中で、保険料徴収

員報酬が先ほどの補足説明で原因になっ

ているということでご説明をさせていた

だいておるんですけども、１９年度から

特別徴収員は３名、普通徴収員５名の計

８名で徴収に当たっていただいておりま

す。不用額が多額になった理由の主なも

のといたしましては、２１年の３月に特

別徴収員の方１名が病気で急に退職をさ

れまして、１名欠員となりました。さら

に、９月にもう一人の徴収員の方が自宅

でけがをされまして、約半年間休職をさ

れておったということで、特に今、普通

徴収員の方は、後期高齢者医療制度が始

まった関係で、集金件数が減っておりま

して、特徴の方に非常に活躍をしていた

だいておるんですけれども、その３名の

方のうちの約半分ぐらいが実働できなかっ

たということでございます。特別徴収員

につきましては、その後３月に補充をい

たしまして、また、けがの方も２月に復

帰されておりますので、現在は元気に従

事をしていただいております。

　それと、加えまして、先ほど申し上げ

ましたように、後期高齢者医療が始まっ

たことによりまして、その賦課徴収費、

被保険者数の減少等によって減少してい

るということが賦課徴収費の減額になっ

た大きな原因でございます。

　それから、次に、高額介護合算療養費

の執行額がゼロという理由なんですけれ

ども、高額介護合算療養費の制度と申し

ますのは、医療費の負担と介護費の両方

の負担があることによって、家計の負担

が重くなっている場合に、その負担を軽

減するということで、平成２０年度から

新たに設けられた制度でございます。

　内容としましては、世帯内の同一の医

療保険の加入者につきまして、１年間、

これは原則８月１日から翌年の７月３１

日までにかかった医療と介護保険の両方

のサービスの自己負担、この額が限度額
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を超えた場合に申請によってその超えた

額が支給されるという制度でございます。

　このため、２１年度において初めて発

生することになるんですけれども、制度

上、７月締めの１２月申請勧奨発送とい

う予定になっております。国の制度詳細

の通知の遅れなどありまして、また、そ

の後国保連のシステム改修の遅れ等がご

ざいまして、勧奨が１２月発送から１月

発送にずれ込んでおります。そのため、

国保連のその支払い事務の最終締め切り

が２月の確か８日だったと思うんですけ

ども、１月に発送したんですけども、そ

れまでに申請がなく、支給がなかったと

いう次第でございます。

　なお、２１年度における勧奨通知の発

送件数は１４件で、支給額は約３０万円

の予定をいたしております。これは２２

年度決算ということでございます。

　実際には、後期高齢者医療制度におい

ては、その何倍かの決算はあるんですけ

れども、そちらのほうも多額の不用額が

出ております。なぜそのような不用額が

出たのかということにつきましては、国

の方からその積算の根拠が示されなかっ

たことから、各自治体において給付費の

１％弱ぐらいというふうな指針もありま

したので、それに基づいて計算をして計

上させていただいたという次第でござい

ます。

　それから、出産育児一時金の話でござ

いますが、申しわけございません。お配

りしておりました平成２２年度の事業実

績のほうが誤りがございまして、これは

事務報告の１９７ページに記載しており

ます１３３件とそれから、その下の葬祭

費につきまして、１６７件が正しい数字

でございます。おわびして訂正をいたし

ます。

　それから、端数が出ている理由につき

ましては、２１年度は、特にそうなんで

すけれども、医療費が４２万円以内で済

む場合というのがございます。そうしま

すと例えば４２万円のうち直接払いはそ

の実際にかかった医療費。例えば３９万

９，９９９円だとしますと２万１円が残

るという計算になるんですね。それが同

一年度内に支払われますと、ちょうど４

２万円になるんですけれども、２１年度

の場合は、私もこれおかしいなと思いま

して調べましたところ、その３９万９，

９９９円と２万１円が違う年度に分かれ

ていると。もう１件ありまして、結局そ

の２件の支払いが年度内に支払われずに、

２１年度と２２年度にずれた関係でこう

いうことになっております。

　それから、手数料の流れですけれども、

直接払制度導入時に、産科医の現金の流

れが非常に厳しくなったと言われており

ます。というのは２か月後ぐらいに月に

１回支払いということで、今まで現金で

もらえてたものがという話になりました

ので、今年度から月に２回支払いに改め

られております。だから、１５日締めと

月末締めの２回ですね。その支払いを国

保連を通じて行いますと、１回２１０円

の手数料となっておりまして、２１０円

を支払いをさせていただいております。

　それから、保健施設費の特定健康診査

事業費の不用額が多額に上っている理由

につきましては、まず、特定健診の事業

委託料につきましては、平成２０年度の

決算額が約２，８９７万に比べまして、

２１年度は１４．３％減、約４１４万円

減の２，４８４万円になっております。

　一方、受診率のほうは２１年度の法定

報告の速報値ではありますが、２７．８

％となっておりまして、２０年度の２６．

４と比べますと、１．４％ではあります

が、増加をいたしております。
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　ただ、目標に比べますと、半分ぐらい

ということで、それで目標でこの委託料

を設定し予算を要求しておりますので、

それの差額と、それともう一点、先ほど

補足説明でご説明させていただきました

ように、受診期間を１２月までから２月

までに延ばしました。その結果として、

２月の受診者の方の請求が４月までには

支払われずに、５月になってしまうとい

うことで、そうなりますと、これは翌年

度扱いということになってしまいまして、

約８００万近くが翌年度支払いとなって、

その分がまた２１年度の不用額として残っ

てしまっているという形になっておりま

す。

　いずれにしましても、特定健康診査に

つきましては、受診率の向上に努めなけ

ればいけないということで、２か月延長

させていただきましたのも受診率向上の

ためということでございます。予算審査

の委員会のときもご説明をさせていただ

いたんですけども、２１年度は、お金を

かけずに職員で電話で市民健診を受けて

おられた方、約２００名にお電話させて

いただきまして、いろいろとご意見をお

聞かせいただいたんですけども、市民健

診を受けておられた方は、８９％の方が、

私は受けるよと、受けたよというご回答

をいただいております。結果としまして

は、２１年度は新型インフルエンザの流

行等もありまして、受診率は余り大きく

は伸びなかったというふうに考えており

ます。

　そこで、今年度は、さらなる受診率の

向上のために、受診率が特に低い四、五

十代の方で、全く市民健診を受けておら

れないような方にも働きかけようという

ことで、ただいま、アンケート調査を実

施しております。結果等出ましたら、ご

報告をさせていただきたいと考えており

ます。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　それでは、最初の賦課徴収

事業の点ですね。徴収員さんのその状況

によって、不用額が出たというようなこ

とです。ただ、特別徴収員さんについて

は、２１年３月に病気されて、その分は

補充しているわけですね。

　その年間通して、不補充というか、足

りないまま業務を執行してたことになる

のか、どうか。さっきの答弁でもうひと

つよくわからなかったので、その点が１

点と、普通徴収員さんにかかっては、回

る件数が減ったということで休職されて

いる期間も補充なしで賄えているという

ことになるのかというふうに思います。

　ここで後期高齢者医療制度が始まって、

対象者が減ったというようなことであり

ますけれども、後期高齢者医療のほうも

徴収員さん、その分が特別会計をまたぎ

ますけれども、記されておりましたが、

これは別々の徴収員さんになっているの

か、これは同じ方が回られているのかど

うか、これも一つお聞きしておきたいと

いうふうに思っております。よろしくお

願いします。

　あと続いて、高額介護合算療養費の件

でありますけれども、ご説明いただきま

して、国保連事務の関係で執行がおくれ

て、次年度になるというふうなことでし

た。これも医療と介護との合算というよ

うなことで限度額を超えた部分について

というようなことで見ましたら、介護保

険の特別会計のほうでは、執行が出てて、

それとの関係で、介護の方で全部還付す

るような、そういうような形の制度にな

るのかなというふうな受け取りもちょっ

としましたもので、質問にあげさせても

らったんですが、この介護の方は今年度

で執行されている。国保のほうは国保連
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を通しているようなことになってます。

その辺の事務の違いだけになるのか。金

額の点についても先ほど聞きましたら１

４件で３０万ほどというふうな金額でし

たが、介護の方を見ましたら、随分それ

よりかは高額な金額が執行されていると

いうふうに見ておりますが、その辺との

関係をもう少し詳しく教えていただけた

らというふうに思います。

　あと、次に出産育児一時金ですが、こ

れにつきましては、端数が出るのは年度

のずれというようなことで伺いましたが、

そういうことでしたら、医療機関で実際

に支払う金額が４２万円に満たないそう

いう方に対しては、その差額分は本人の

もとに行くのかどうか、その点について

確認のためにお聞かせいただきたいとい

うふうに思います。

　あと、最後、保健施設事業の特定健診

ですね、特定健診の受診率のほうは２０

年から２１年に若干あがっているという

ふうなご報告でした。

　ただ、私も気になったのは、保健セン

ターはことしまた新しい保健センターに

なりますから、大いに活用してまた保健

センターでの健診も充実していくんだろ

うなというふうに思っておりますが、個

別で医療機関で受けられている部分につ

いては、大分減っているなというふうに

思うわけです。新型インフルエンザのこ

とも触れられましたが、そういった影響

だけなのか、もっとこの市民健診や特定

健診を医療機関で受けてもいいんだよと

いうようなことが、なかなか周知されて

ない部分もあるのかな、どうかなという

ようなこと、気になります。

　保健センターで集団健診というような

ことで、はがきがきて、皆さん申し込ま

れるわけであると思うんですけれども、

なかなか保健センターまで行くのに、交

通の便もよくない方、大勢いらっしゃる

というふうに認識しています。そういっ

た点では、個別で医療機関で受けれる健

診の体制について、これは、どのように

なっているのか、この点、再度お聞かせ

いただきたいと思います。

○森内一蔵委員長　堤参事。

○堤保健福祉部参事　それでは、私のほ

うから再度のご質問にご答弁させていた

だきます。

　まず、特別徴収員ですが、２１年の３

月に急に病気で倒れられまして、それか

ら実際には１１か月間補充がなかったわ

けです。その補充がなかった理由という

のが、この方ということで考えておりま

した方が、都合が悪くなったこともあり

まして、お金を集めにいくという方につ

いては、やはり信用がおける方で、市民

の方が納得していただけるような方でな

いとなかなか難しいので、その人選にちょっ

と手間取ってしまいました。私どもとし

ては、できるだけ早く、手が出るほど欲

しかったんですけども、そういう中で、

もう一人の特別徴収員の方が９月に家で

骨折をされまして、約半年ぐらい自宅療

養されておりまして、都合３人のところ

を約１名半でやっていたというのが現状

でございます。

　現在は、皆さんそろって、頑張ってやっ

ていただいておるということでございま

す。

　それと、普通徴収員の話ですが、後期

高齢者医療制度が始まったのと、それか

ら特別徴収が始まったことによって、集

金件数がかなり減っております。事業実

績をご覧いただきますと、１９年度から

２０年度にかけまして、集金人払いが７

４５世帯から４４８世帯と激減をいたし

ております。さらに２１年度は３５１世

帯と減っております。そういう関係でご
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ざいます。

　それと、後期高齢者医療制度の集金と

は同時にやっていただいておりますので、

その分の報酬は後期のほうから支払いを

いたしております。

　それから、２点目の高額介護合算の件

でございますが、介護保険では多額の執

行があるということなんですけれども、

介護保険を使っておられるということが

条件ですので、７５歳以上の方がほとん

どなんです。つまり、後期高齢者医療制

度と介護保険をお使いの方というのがほ

とんどでして、先ほど申し上げましたよ

うに、国保のほうでは１４件で約３０万

ということでございますが、後期のほう

では８２件で約１１６万円の支払いとなっ

ておりますので、介護だけが負担をして

いるというわけではございません。介護

と一緒に使っておられる方が、後期高齢

者のほうが多いということでございます。

　それから、出産育児一時金に関しまし

て、４２万円に満たなかった場合はどう

しているのかということですが、残額が

確定しました場合に、個人の口座に振り

込まさせていただいております。

　それから、特定健診の話で、追加でご

説明をさせていただきたいんですけども、

弘委員のご指摘のとおり、保健センター

での受診件数というのは、２１年度にほ

ぼ市民健診の時代の国保受診者数にほぼ

回復をいたしているような状況でござい

ます。

　ただ、医療機関における件数が非常に

回復率が悪くて、２１年度については、

半分ぐらいしか回復をしていないという

状況でございます。

　その対策でございますが、２２年度か

ら、今まで眼底検査と心電図につきまし

ては、特定の方しかできなかったのが、

医師の判断でできるようにさせていただ

いております。こちらのほうは健康推進

課の事業になるんですけども、そういう

上乗せをすることによって、市民健診を

より受けていただけるような試みをさせ

ていただいておりまして、２１年、２２

年度にかけて少しずつでも上がってくる

のかなと考えております。

○森内一蔵委員長　暫時休憩します。

（午前１１時５４分　休憩）

（午後　０時５７分　再開）

○森内一蔵委員長　委員会を再開します。

　弘委員。

○弘豊委員　それでは、３回目の質問に

なります。

　賦課徴収事業の徴収員さんの問題です

けれども、お話聞きましたら、３名体制

のところを実質は１．５名で年間回した

というようなことであります。やはりそ

うしたことが全体の仕事量にもあらわれ

てきているのかなというようなことも感

じますし、実際に、滞納分の徴収につき

ましては、この２１年度につきましては、

収納率８．９２％と前年、前々年と比べ

ると随分落ちているなというようなこと

も見て取れるのではないでしょうか。

　金額にしましたら２，０００万その前

年と比べて落ち込んでいるというような

ことについて、やはり体制上の不備があっ

たんじゃないかというふうに思います。

この点、ぜひ今後改善していっていただ

きたいというようなことも思います。

　また、あわせて、この徴収員さんの仕

事として、滞納分を集金するだけでなく

て、この間、委員会等の議論でも随分し

てきましたように、やっぱりその滞納さ

れている方の状況を実際、払いたくても

払えないような、そういう苦しい経済的

な状況も抱えている方、多いというふう

に思いますし、また、そういった方が病

気になっても医療につなげられないケー
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スもこの状況だったら出てきてるんじゃ

ないかなというふうに思うわけです。

　前回、確か、昨年の決算の委員会だっ

たというふうに思うんですけれども、こ

うした徴収員さんが、実際行った先で病

気の方、この方に病院にすぐにでも行く

ようにというようなことで無料低額診療

の案内とか、そういうようなこともして

医療につなげるそういうケースもあった

ように伺っておりますし、やはり、市民

の皆さんの健康を、また、国保の事業を

しっかり回していく上で大事な役割、こ

の点については確保していただきたいと。

また、徴収員さんがおられない場合に、

そのままもちろん放っておいたというふ

うには思っておりませんし、職員の方で

フォローもされているんだろうというふ

うに思いますけれども、その辺のところ

の状況について、最後にお伺いしておき

たいというふうに思います。

　高額介護合算の分、また出産育児一時

金については、結構です。わかりました。

　また、保健施設事業、ここの特定健診

にかかわってですけれども、やはり、対

象の国保の加入者、見ましたら、２万６，

０００、大変大人数いるわけで、その内

の実際に集団にしろ、個別にしろ、行か

れている方あわせると、４，３７１人で

すね。２６．４％ということでしたら、

大分やっぱり低いというふうに思います。

　保健センターだけの体制でももちろん

この２万６，０００全部受け入れるとい

うようなことにはならないでしょうし、

この個別の医療機関ですね、ここの充実

について、しっかりと受け入れる態勢を

つくっていくこと。健康推進課等との連

携もしっかりとって、また取り組んでいっ

ていただきたいと。この点については、

要望にしておきたいというふうに思いま

す。

○森内一蔵委員長　堤参事。

○堤保健福祉部参事　そうしましたら、

１点、特別徴収員の欠員の間のフォロー

体制ということでご質問がありましたの

で、お答えをさせていただきます。

　まず、１名欠員の間のフォロー体制で

ございますが、集金業務というのが滞ら

せるわけにはいきませんので、手分けを

して、職員も交えた中でやってまいりま

した。その中で、一つ今回やらせていた

だいたのは、口座振替ができる方はでき

るだけ口座振替をお願いをしたというこ

とでございます。

　もちろんフォローは職員で行ってまい

りまして、その間アルバイトもシフトさ

せながら、いろいろとさせていただいた

ところでございます。特に、普通徴収員

さんのほうがちょっと手があいてました

ので、その辺をお借りする中で、回して

いったわけですけれども、やはり、これ

ではとても回らないということで、最終

的には雇用をさせていただいた次第でご

ざいます。

　ただ、徴収員の体制につきましては、

今後コンビニ収納というのを予定をして

おりますので、そういったものもにらみ

ながらやっていきたいと考えております。

　もう一点、普通徴収員も含めて徴収員

のほうでやっていただいております業務

としましては、簡易申告の臨戸訪問もやっ

ていただいています。税の申告が出てい

ない方に関しましては簡易申告書をお送

りしているんですけど、それでも申告い

ただけない方に関しましては、臨戸訪問

で簡易申告をしていただいております。

簡易申告の目的というのは、無職無収入

で税の申告が要らないというような方が

多数いらっしゃいます。でも、それは申

告をされませんと７割軽減という保険料

の軽減があるんですけれども、それがか
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からないという状況になっております。

できる限り申告していただいて、ゼロで

あっても出してくださいということで、

こういう徴収員さんを通じて、臨戸訪問

することによって、簡易申告を集めさせ

ていただいており、そういった業務もし

ていただいております。また、先ほどご

指摘ありましたように、ちょっとしんど

いねんというようなことは、こちらのほ

うに逐次伝えていただきまして、職員の

ほうからこの分割については、連絡して

みようかというふうなこともさせていた

だいておるのは事実でございます。

○森内一蔵委員長　ほかに。

　本保委員。

○本保加津枝委員　概要の２０９ページ、

今、弘委員のほうからこの徴収員さんの

件でご質問があったと思いますけれども、

もう少しお聞かせをいただきたいと思い

ます。

　徴収員の方のこの費用対効果といいま

すか、収納率の向上に特別対策実施をさ

れているということなんですけれども、

その辺については、どのような効果があっ

たのか、お聞かせをいただきたいと思い

ます。

　また、印刷製本費と通信運搬費が計上

されていて、こちらのほう、残額が大体

半分かそれ以上ぐらいありますので、非

常に大きな金額の乖離がありますので、

この理由についてお聞かせをいただきた

いと思います。よろしくお願いします。

○森内一蔵委員長　堤参事。

○堤保健福祉部参事　徴収員の費用対効

果のお話でございますけれども、まず、

先ほど申し上げましたように、簡易申告

につきましては、これは市民の方に喜ん

でいただいた上で、市としても軽減をさ

せていただいた分は、基盤安定の繰入れ

ということで、国と市の方から繰入れを

いただいて、その分を穴埋めさせていた

だくことはできますので、７割軽減をい

たしますと、７割分は１００％徴収とい

うことになりまして、市民の方にも喜ん

でいただいて、市の方も、国保財政のほ

うも潤うというようなことでございます

ので、これはすごく力を入れてやっていっ

ているところでございます。

　それと先ほど申し上げましたように、

特別徴収員については滞納をしておられ

る方のところにも伺っておりますので、

そういった方の状況の把握を、非常によ

く知っていただいておりますので、特に

そういう方の状況とかを報告していただ

いて、必要があれば、こちらのほうから

また連絡をさせていただくということも

可能になっております。

　あと、特別徴収員で、ほかの業務とし

ましては、やはり、今、職員のほうが非

常に多忙になってきておりまして、督催

告の業務とか、そういった業務の一部も

時間があいているときは手伝ってもらう

とか、いろんなこともしていただいてお

りまして、本来の業務以外にも今は特に

国保多忙でございますんで、非常にいろ

んな意味で役に立っていただいていると

いうことでございます。

　特にこれで幾らの効果とかいうのは言

えないですけども、２１年度で、そのほ

かにしたことといいますと、口座振替の

勧奨もお願いをしました。先ほどの摂津

の国保なんですけれども、１９年度、５

３．８６％ありました口座振替率が、２

０年度には４２．３０まで落ちてしまっ

ております。原因は、後期高齢者医療が

始まったのと、年金特徴が始まったとい

うことなんですけども、やはり、口座振

替納付というのは滞納者をつくらないと

いう意味で、ご本人の利便もさることな

がら、そういった効果もあります。臨戸
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訪問していただく中で、そういった口座

振替の申込みを配っていただいておりま

す。

　もちろん職員のほうも新規加入者の方

には口座振替を必ずお勧めするというこ

とをしておりますので、そういったこと

もありまして、２１年度は約１割以上、

口座振替の加入率が上がったということ

で、収納率は非常に厳しい状況ではござ

いますけれども、少しずついろんな努力

の積み重ねが必要であると思っておりま

す。

　それから、印刷製本費で、大きな乖離

があるというご指摘なんですけども、こ

の決算概要を見ますと、確かにそうなん

ですけれども、二つ要因がございまして、

一つは２１年度から保険証につきまして

は、更新を１年おきにしております。２

１年度は、それを始めたのは２０年度で

ございますので、２１年度は一応つくる

つもりで予算を要求しておりましたので、

２１年度は長期証をつくらなかったとい

うことで、印刷製本費及び通信運搬費が

残っているということでございます。

　もう一点は、被保険者数が減っている

ということです。それと、２０年度から

オープンシステムというのを導入いたし

まして、オープンシステム、それまでは

コーカスのシステムでやっておりました

ので、すべて印刷した用紙に数字だけ打

ち込むというような形をしておったんで

すけども、２０年度からオープンシステ

ムにしておりまして、白い用紙に全部打

ち出すみたいな形で、印刷しなければな

らない用紙そのものが減っているという

ことも原因の一つとしてございます。

　あと、単価の減等もございますんで、

そういった複合的な要因であろうかとい

うふうに分析をいたしております。よろ

しくお願いします。

○森内一蔵委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　大変よくわかりまし

た。

　これからも、やはりその国保というの

が、大変非常に大きな位置づけ、この金

額的な問題だけではなくって、大きな位

置づけされてきますので、こういった努

力といいますか、職員の本当に皆さんの

ただ勧奨に歩いていただいて、また集金

に歩いていただくというような単純な形

だけで対応されているのではなくって、

あいてるときは、その職員の皆さんの業

務を助けてくださっているという、こう

いったあり方というのはこれからも行政

の皆さんのほうからも大変必要なことだ

と思いますし、先ほどもご答弁の中にあ

りましたように、信頼されている方をやっ

ぱりきちんと選んでということで、おっ

しゃっておりましたので、これからもしっ

かりと収納のほうの収納率アップに力を

注いでいただきたいなと思います。

○森内一蔵委員長　ほかに。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　最初に後期高齢者への

シフトですとか、被保険者の減とかとい

うようなことで保険料は下がっていると

いうところで、歳入のほうの保険料のこ

とについて何点かお聞きしたいと思うん

ですが、おととい、市長も最初の冒頭の

あいさつで審議をぜひ予算にも生かして

いきたいということもごあいさつされて

おりましたし、副市長のほうも扶助費の

削減には慎重にということもいただきま

したので、意を強くして、保険料のこと

を取り組んでいただければなと思ってお

るんですが。

　歳入のほうで保険料軽減で５，０００

万、予算も組んでいただいていたんです

けども、繰入れでいうと３，０００万が

昨年と比べれば増額というところでは、
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まるまる５，０００万の繰入れが必要で

はなかったという、そういった部分なん

かも今後の保険料のあり方に考慮できる

のではないかなと思っておるんですけれ

ども。

　大事なのは、保険料は引き上がると払

えないと。保険証が短期証にかわってい

くとかいうようなことで、医療の抑制を

起こさないということが非常に大事なん

だなと思っておりまして、いろんな勧奨、

さっきの徴収員の話なんかでもされると

いうことなんですけども、保険料の減免

制度ですとか、限度額の仕組みなども丁

寧な説明を行っていただいて、利用して

いただくような制度にしていきたいと思っ

ております。

　それで、保険料がおととしから６５歳

以上で天引きができるというようなこと

になって、そういった意味でさっきの徴

収員の費用なんかも減ったというような

ことが効果という部分にもあるのかもし

れませんけども、収納率、天引きのあり

方をどういうふうに見ておられるのかお

聞かせいただきたいと思います。

　それと、そういった意味で滞納があっ

て、資格証を短期証にならざるを得ない

というような方、どういった状況にある

のかということも数字のほうもお示しい

ただければと思っております。

　資格証とか短期証がこういうペナルティ

とか我々はいわせてもらっているんです

けども、これが収納に寄与するものでは

ないということでは、きめ細やかなお話

し合いの中で、普通証の発行に努力して

いただくということが必要かなと思って

おります。

　次に、国保会計の赤字解消のためによ

くお話されるんですけども、赤字解消の

３点セットということで、医療費の抑制

と予防と負担割合の見直しということを

よくいわれて、聞かせていただいている

んですけども、それぞれどうだったかと

いうこと、医療費の抑制、予防、負担、

これをどういうふうに考えておられるの

か聞かせていただければなと。というの

は、医療抑制というのは、医療機関とか

無理やりに抑えるというわけにはいかな

い。やり方はいろいろ注意が必要だと考

えております。予防はさっきの健診事業、

繰り越しもあるということなんですけど

も、どういったことをされているのかな

というところ。負担割合でいうと、低所

得の方にはもう限界がきているというと

ころでは、いつも国に負担を求めるとい

うことをぜひやってくださいということ

をよく言ってますけれども、その辺の考

え方をお聞かせいただきたいと思います。

　特定健診のほうで、先ほどもずれもあ

りますけれども、執行率というか、受診

率２８％弱というところでは、低いと言っ

て差し支えないかと思うんですけれども、

この予算の中では７，０００万、目標と

かもあったかと思うんですけれども、見

合うだけの予算が必要になってくるとい

うことにはなろうかと思いますけれども、

こういった部分、不用額も結構あるんで

すけれども、そうすると、予算が膨らむ

ことで保険料の負担がふえるというか、

保険料値上げのための要因になってはい

けないと思いまして、この決算を見て、

保険料がどのぐらい必要かなというよう

なことをぜひ検討していただければなと。

というのが、いろんな要因で、結果よけ

ればオーライということではないんです

けども、今回交付金なんかの動きもあっ

たりで、黒字が３億となったわけですけ

れども、予算のあり方を考える中で、市

民負担に直結することがないような慎重

な保険料の決定というのを求めたいと思

うんですけれども、こういった決算から

－31－



見た来年度の予算への考え方というのを

お聞かせいただければなと思います。

○森内一蔵委員長　堤参事。

○堤保健福祉部参事　それでは、４点ほ

どご質問がございましたので、お答えを

させていただきます。

　まず、国保料天引きについてのあり方

とその見方ということでございますけれ

ども、平成２０年１０月から特別徴収、

いわゆる年金天引きの制度が始まったわ

けでございます。２０年度に特別徴収と

なった世帯は１，４６９世帯で、国保世

帯全体の１０．１％となっております。

２１年度は１，４３２世帯と９．９％と

若干減っております。これは、２１年４

月から口座振替との選択が可能となった

ことによって、若干減少になったと考え

ております。収納率への影響ということ

につきましては、以前から高齢者の方の

収納率というのは非常に高いものがござ

います。特に本市の後期高齢者医療の２

１年度収納率を見てみますと、特別徴収

はもちろん１００％ですけれども、普通

徴収も９８％となっておりまして、全体

では合計で９９．０％の収納率となって

おります。そういったことから特別徴収

になったからといって、国保にとっては

余り大きな影響はなかったんではないか

なと考えております。

　介護保険のことをここで申し上げるの

はあれなんですけども、介護保険につい

ては、かなりの効果はあったんではない

かなと思いますけれども、ここは国保特

会ですので、その程度にさせていただき

ます。

　担当者に確認をしましたところ、２０

年度に一度口座振替を選択された方の口

座振替率というのを調べたことがあるそ

うなんですけども、ほとんどの方が納め

ていただいていて、二、三件の方は納め

ていただいていないようでしたけれども、

ほとんどの方が納めていただいていると

いうのが現状であると考えております。

　それから、短期証の話でございますが、

まず、短期証につきましては、平成２１

年度から有効期間を６か月、従来の４か

月から６か月に延長いたしまして、相談

業務の充実を図っております。未納保険

料の納付状況により窓口で最近の状況を

お伺いする中で納付相談をさせていただ

いて、保険証を更新させていただいてい

るような状況でございます。

　それで、短期証の２１年度末現在の発

行数は１，３６５件で、２２年９月末現

在では１，２４６件となっております。

資格証につきましては、２１年度末現在

で５７件、９月末現在では３８件となっ

ております。

　収納率への影響ということでございま

すが、資格証につきましては、市の独自

の制度ではなく、国民健康保険法で交付

が義務づけておりますが、去年も新型イ

ンフルエンザの関係でいろいろとお話を

させていただいたように、できる限り接

触を図るという中で減らすということで

いろいろとさせていただいております。

　２１年度は減らすという意味では、約

１，５００万近く資格証の適正化の調定

減額が効果が出ております。資格証でな

くなっていただくというのが目的として

やっているところでございます。

　それから、短期証につきましても、短

期証はペナルティではございませんので、

給付の制限は全くかかっておりません。

６か月に一度納付相談の機会を設けさせ

ていただいているということで、従来か

ら収納対策の基本、中心としてやらせて

いただいているところでございます。

　それから、赤字解消の３点セットでご

ざいますけれども、国保のほうで申し上
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げている赤字解消の３点セットというの

は、資格管理の適正化と医療費の適正化、

収納強化という３本柱です。まず、医療

費の抑制というふうにおっしゃったんで

すけども、私どもはこれ医療費の適正化

というふうに考えておりまして、まず、

２１年度は以前にも申し上げましたよう

に、後期高齢者医療への移行を平成１９

年度中に移行を撤回された方につきまし

て、２１年度に後期のほうで軽減の措置

が新たに設けられたことから、２１年度

に移行されたほうが国保料よりも安くな

るという方についてご案内を申し上げて、

２５人の方に移行をしていただきました。

　それから、それ以外に医療費の適正化

でやらせていただいているのは、従来か

らのレセプト点検です。レセプト点検に

よって、主に病院のほうで不適正な医療

がされておられないかどうかということ

は点検させていただいております。

　さらに、平成２２年度は差額通知とい

うのを出させていただいております。差

額通知につきましては、どういうものか

と申し上げますと、後発薬品、いわゆる

ジェネリック薬品といわれるものを利用

されると、生活習慣病等で相当高額な医

薬品代をお使いになられている方は、そ

ういったものをお使いになることによっ

て、高額な方でしたら何万円という医療

費が節減ができるということで、市の方

からそういう方につきまして通知を差し

上げております。摂津市医師会、摂津市

薬剤師会、摂津市歯科医師会の皆様にも

ご協力いただく中で、医療費の適正化を

進めていっております。

　また、長い目で見てということになる

かと思うんですけども、特定健診の受診

勧奨につきましても医療費の適正化とい

うことでさせていただいている部分がご

ざいます。

　これにつきましては、２２年度予算で

四、五十代の市民健診を全く受けておら

れないような方につきまして、どうした

ら受けていただけるかということで今ア

ンケート調査をして分析中でございます

ので、結果が出れば、ご報告を差し上げ

たいと考えております。

　ですから、抑制と予防というのは同じ

もののようなものなのかなと考えており

ます。

　負担割合というのは、従来は国保の医

療費というのは、半分が保険料、半分が

公費というようなところから出発してい

ます。ところが、今はだんだんと変わっ

てまいりまして、平成２１年度の保険料

の割合を見ますと、保険料が占める割合

は２３．６３％まで落ちています。あと

何が入っているのかということでいきま

すと、国庫もふえておりますし、国の普

調分とかもふえております。一番大きい

のは、やはり前期高齢者の交付金等で、

そういったものが入ってきておりまして、

今申し上げたように、２３．６３％と４

分の１を切っているというのが保険料の

負担割合の数字でございます。

　ただ、国費につきましては、今の国保

財政は、非常に厳しくございますので、

市長会を通じて、国庫の負担率を上げて

いただくように、毎年要望をあげさせて

いただいているところでございます。

　医療費の適正化については今申し上げ

たとおりでございます。

　あと、資格管理の適正化というのを２

１年度は力を入れて取り組んだところで

ございます。資格管理の適正化と申しま

すのは、例えば、昨今問題になっており

ます居所不明者の職権消除ですね、こう

いったものをやりますと国保の後年度拠

出金がなくなるわけなんです。住民票を

置かれたままどこかに行ってしまわれて、
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国保資格が残ったままということになり

ますと、後年度の拠出金の負担金が十数

万円かかってくることになります。それ

は、やはり国保の職員が出向きまして、

いろいろと調査をして職権消除をさせて

いただいている状況でございます。

　あと、社保加入が疑われる被保険者が

非常にたくさんいらっしゃいます。これ

は、国にも社保加入したら、市にもデー

タをくださいということは要望している

んですけれども、実際のところはそういっ

たデータはなかなかきませんので、幾つ

か使えるデータがございます。年金のほ

うにきております年金の資格喪失データ、

あるいは、税の方にきております特別徴

収のデータですね。あと、そういったも

ので今の法律で許される範囲の方につい

ていろいろとデータをいただいて、そう

いったもので２１年度は取り組んでまい

りました。その結果、２１年度は先ほど

の資格証の方の分とあわせまして、約５，

３９０万円の調定減額を行っております。

この結果、収納率は実際には下がってい

るんですけども、これをやらなかった場

合と比べますと、約０．９％収納率が上

がりまして、もしこれをやらなかった場

合、調整交付金のペナルティが約８００

万円加算されるところだったんですが、

これが回避されております。

　また、これらの努力の結果、調整交付

金も約２，０００万ほど増額となってお

ります。後年度の拠出金の負担もかなり

軽減をされているところでございます。

　あと、収納の努力につきましては、先

ほども申し上げましたように、口座振替

率の向上ですね、これを力を入れてやら

せていただきました。そういったことで、

今後も現有人員で特会内でできる限りの

努力を続けていきたいと考えておるとこ

ろでございます。

　それから、４点目の予算の話で、特定

健診の受診率が低く、不用額がたくさん

出ていると。これが国保料に影響してい

ないかというお問いでございますけれど

も、これは、特定健診につきましては、

従来市民健診を国保の特定健診という形

で移行したという形になっておりますの

で、この分に関しては、ほぼ全額を一般

会計のほうから繰入れをしていただいて

おりますので、不用額が出たから、ある

いは特定健診が多額になったからといっ

てその国保料に影響することはございま

せん。

○森内一蔵委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　よくわかりました。

　それこそ資格証の減らす努力とそれこ

そ先ほど言われたような申告の勧奨です

とか、それこそさっきの資格管理の適正

化というようなことで、無駄なというた

らおかしいですけど、会計が膨らまない

ための整理というのがきちんとしてもらっ

て、これがイコール保険料負担というこ

とではないにしろ、こういった部分が適

正に行われているというご努力をぜひ続

けていただきたい。

　だから、意外と資格証の分で１，００

０万、全体さっきの資格管理ともあわせ

たら５，３００万ですね。交付金も２，

０００万ふえるというような形でしたら、

非常に実態にあわせるというか、適正な

運営を努力していただいているなという

のがお伺いできました。

　先ほどの健診のほうは一般会計からと

いうことで保険料にほとんど影響しない

ということなんですけれども、単年度で、

累積はあるんですけれども、黒字も出て

るというようなことも、決算のほうから

ぜひ見ていただいて、来年の保険料算定

などには、ぜひ役立てていただきたいと

思っております。要望としておきます。
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○森内一蔵委員長　ほかに、質疑のある

方。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午後１時３４分　休憩）

（午後１時３５分　再開）

○森内一蔵委員長　再開します。

　認定第９号の審査を行います。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

　質疑のある方。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　後期高齢者医療のほう

は、それこそ事務手続きといったらおか

しいですけども、保険料徴収をして、連

合体のほうにお金を持っていくというよ

うな中身ですので、直接の会計のほうと

は、だから関わりませんけれども、後期

高齢者医療制度については、窓口が各自

治体ということにはなってきますんで、

事業内容のことについてお聞きしたいと

思うんですけれども、健診事業ですね、

国保でもやりましたけれども、これは後

期高齢者医療保険者のほうが行うという

ことにはなるんでしょうけれども、この

ほうを同じ摂津市民で健康診断、７５歳

以上の方、どんなふうにされているかと

いうのがもしわかるようでしたら、お聞

かせいただきたいと。

　窓口というか、当然市民が保険のこと

をお聞きに来られると思うんですけれど

も、国保では先ほど言われたように受診

率上げてということで、いろんな勧奨も

行って、お知らせもしていると。保健セ

ンターもきれいになりましたし、やって

いただいているということなんですけど

も、事務移管を受けて健診の勧奨などさ

れているのかどうか、お聞かせいただき

たいと思います。

　それから、あと、後期高齢者のほうは

資格証は出さないということを府のほう

が決めていただいてますけども、短期証

がどのくらい出ているのか。それに対し

て市として関わって、先ほど国保のほう

では短期証も資格証も減らせられるよう

にということでいろいろ勧奨を行ってい

ただいたということもお聞かせいただき

ました。これに関して、どういった働き

かけということをされているのかどうか。

短期証になったから医療抑制があるとい

うことにはならないんですけれども、こ

の辺のあたり、お聞かせいただきたいと

思います。

○森内一蔵委員長　堤参事。

○堤保健福祉部参事　まず、後期高齢者

医療制度におきます特定健診でございま

すが、７５歳以上の方にも後期高齢者の

特定健診制度がございます。ですから、

後期高齢者医療の方には７５歳になった

翌月に受診券をお送りをするという形に

なっております。

　ですから、毎年特定健診は受けていた

だける状況でございます。

　市として特に特定健診の受診の勧奨を

しているのかというお問いでございます

けれども、老人クラブ等を通じて、７５

歳以上の方も特定健診を受けましょうと

いうご案内はさせていただいております。

　それと、後期高齢者医療の短期証につ

きましては、２１年度末現在の短期証の

交付数は３０件で、前年度は１３件でし

たので、１７件の増となっております。

２倍以上、伸びているということなんで

すけども、これは後期高齢者医療制度が

発足後２年をたちまして、収納率につき

ましては、先ほど申し上げたように２１

年度の現年度分は９９％の高率ではある

んですけれども、やはり滞納額が徐々に
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増加しておりまして、このため、広域連

合から短期証の候補者名簿が送られてく

るわけなんです。それが前年度の候補者

数が５５件に比べますと、２０件増の７

７件というふうになっておりまして、そ

の７７件の方に対して、いろいろと連絡

をとる中で３０件にさせていただいた次

第でございます。

　その辺のことをご理解いただきまして、

後期高齢者医療制度におきましては、資

格証の交付はしないということになって

おりますので、短期証の更新は保険料の

収納のための重要な、貴重な機会として

取り組んでいるということでございます。

　よろしくお願いします。

○森内一蔵委員長　事務移管については

どうですかね。

○堤保健福祉部参事　健診の事務移管は

特に受けておりません。

○森内一蔵委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　同じ市民でも案内がな

いというのでは健診が受けられないとい

うことになるかもしれないと思ってまし

たんで、ぜひ受診券も送られて、先ほど

の分でもジェネリックの案内とかもいろ

いろあるんですけども、お年寄り結構、

案内がきて、中身がようわからんという

方が結構いらっしゃるんで、ぜひともそ

の辺、丁寧な対応をしていただければと

思っています。

　それで、７７件の候補のうち短期証が

３０件、去年は１３件、働きかけいただ

いている中で、抑えていただいていると

いうふうに思っているんですけども、保

険料が払えていないという状況をどんな

ふうにつかんでおられるかというか、ど

ういう連絡をされたということ、連絡の

中身を詳しくお聞かせいただければなと

思いまして。

　あと、滞納、どうしてもその状況がつ

かめないというような方もどのくらいい

らっしゃるのか。それこそお亡くなりに

なっててもわからないということが結構

あったりもしてはあれだと思うんで、こ

ういった部分からでもお年寄りの安否な

んかの確認もできればなと思ったりもす

るので、その辺、詳しくお聞かせいただ

ければと思います。

○森内一蔵委員長　堤参事。

○堤保健福祉部参事　ご質問の内容が２

点あったと思うんですけども、安否確認

という点につきましては、昨今、新聞紙

上をにぎわしました高齢者の安否不明と

いうことに関しましては、後期高齢者医

療制度のほうからそういう安否確認のた

めに使用してくださいということで、１

年以上医療を受けておられない方のリス

トというのをいただいております。これ

を庁内でどういうふうに活用するかとい

うことで、保健福祉部内でいろいろと協

議をいたしまして、安否確認にいかすと

いうことになっておりますので、現在取

り組んでいるということでよろしくお願

いを申し上げます。

　それと、後期高齢者医療に限らないん

ですけれども、保険料が払えていないと

いう状況をどういうふうにつかんでいる

のかというご質問ですが、現在、国保年

金課の収納係のほうで、後期高齢者医療

制度の保険料の徴収もあわせて行ってお

ります。全般的なことで申し上げますと、

やはり後期高齢者医療制度というのは、

まだ始まったばかりでございますので、

高度な滞納者はいらっしゃらないわけな

んです。できる限り、高度な滞納者にな

らないように働きかけをさせていただい

ているところでございます。

　収納の取り組みといたしましては、２

２年度からコールセンターというものを

納税課と共同でやっております。これは
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どういうものかと申しますと、例えば分

割納付をされておられる方で、分割状況

を見て、分割納付の約束をしているのに

納めておられない方いらっしゃったら、

約束どおり納めてくださいというような

連絡をさせていただいています。

　あるいは、口座振替の申込みをされて

て、口座振替が不納になった場合、そう

いった方ですね。あるいは、新規加入者

の方で、そういううっかりお忘れになっ

た方、そういった方について主に働きか

けをさせていただいてます。

　今年度は、後期高齢者医療の方は、コー

ルセンター業務には入れてないんですけ

れども、効果を見て、うっかり未納が滞

納にならないように取り組んでまいりた

いと考えております。

　特に、高齢者の方は、医療は大事なも

のであると考えていただいておりますの

で、その辺、ご理解をいただきながら、

取り組んでまいりたいと考えております。

○森内一蔵委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　全く連絡のつかない方

というのはいらっしゃいますか。最後に

それだけお聞きします。いろんな行政の

サービスを受けるときにそれこそ向こう

から働きかけがないと、どうしても受け

られないというところがあるんですけれ

ども、こちらからそういう医療を受けて

いないとかいうような方とかのリストが

あったりとか、入っていないというよう

なことがつかめているわけですから、ど

うしても実態がないというようなことが

あるかないかだけでもつかんでいただけ

ればなと思っておりまして、どうしても

ここはいるのか、いないのかすらわから

んというか、何というか、どうしてもつ

かめないというような方がもしあるのか

ないかだけお聞かせいただければと思い

ます。

○森内一蔵委員長　堤参事。

○堤保健福祉部参事　実際のところ、や

はり保険証を送りましても、保険証が返っ

てくるとか、あるいはお電話をさせてい

ただいても、全くだれも出られないとか

いうケースはやはり存在をしております。

　先ほども申し上げましたように、医療

証を使っておられれば、ご無事であると

いうことはわかるんですけども、医療証

を使っておられないという方については、

私どものほうも懸念はしておるところで

ございますんで、先ほど申し上げた分も

あわせまして、また安否確認ということ

で、また保健福祉部内でいろいろと努力

してまいりたいと考えております。

○森内一蔵委員長　ほかに質問ないです

か。

　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　１点だけお聞かせい

ただきたいと思います。

　私、かつて、この広域連合の議会のほ

うに出させていただいておりまして、そ

こで説明を受けておったんですけれども、

後期高齢者の方に対するその健診事業な

んですけれども、受診率が低いんだとい

うようなお話があったわけなんです。そ

の原因は何やねんということで探ってい

くと、当然、その広域連合のほうから受

診券が送られるわけなんですね。

　ただ、しかし、今まで市町村でも同じ

ように行っておりましたので、その案内

がいってるわけなんですよね、今までは。

それに慣れてしまっているので、全く別

の形で案内がきたところで、それは気づ

かないと。要はスルーしてしまうんだと

いうような、要は単純な理由やったんで

すね。

　そこら辺のことも今後工夫していきた

いというお話があったわけなんですけれ

ども、ただ、しかし、そういうことは現
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状あるんですけれども、摂津市の行政と

して、それ、後期高齢者で努力すること

でしょうと言われるんじゃなくて、そう

いう現状があるわけですから、やはり工

夫をしていただきたいと。どういうこと

かと言いますと、要は７５歳になった日

の属する月の翌月には要は受診券が送ら

れてくるということがわかっているわけ

ですから、ぜひ、皆さんのほうで対象者

の方に、こういう形で受診券がいきます

よと、ですから、健診を受けてください

ねということを電話でも何でも申し伝え

るということは、これが基礎自治体とし

ての本来あるべききめの細かい対応では

ないのかなというふうに思っております。

　そこら辺のことは、やはり、当然、本

来であるならば、後期高齢者広域連合の

ほうでやっていただくことなのかもしれ

ませんけれども、これ、単純な話で、例

えば、広域連合のほうから電話がいった

としても、後期高齢者医療広域連合です

と言われても、余計、対象者はよくわか

らないと思うんですよ。そうなったとき

には、私は摂津市の役割もふえてくるん

じゃないのかなと思っておるんですけれ

ども、そこら辺の単純な話なんですけれ

ども、きめの細かい受診の勧奨と申しま

すか、対応について、何かお考えがあれ

ば、この際お聞きをしたいと思います。

○森内一蔵委員長　堤参事。

○堤保健福祉部参事　今、嶋野委員がおっ

しゃられた電話でというご提案なんです

けども、来年度コールセンターを通じて

国保についてはそういったやり方を導入

したいと現在検討をしておるところでご

ざいます。

　ただ、非常に心苦しいんですけども、

これは本来、広域連合の業務でございま

すので、では、その部分を国保がやるの

か、社保の方はどうするんだとか、いろ

んな問題が出てきます。本来、市民の健

康というのは、やはり以前の市民の健康

は健康推進課が市民健診としてやると。

これがやっぱり一番あるべき姿だと考え

ております。

　現在、国保の保険者としてどうするん

だということで、いろいろな取り組みは

させていただいているんですけれども、

やはり、特定健診のいろいろな制度の内

容を知るにつけ、やはり本来の市民健診

が私はあるべき姿だと考えます。

　嶋野委員がご指摘のとおり、いろんな

ところでちぐはぐなところが出てきてし

まっているというのが現実でございます

が、申し訳ございませんが国保がそれを

するというのが非常に難しい面があると

思っておる次第でございます。

○森内一蔵委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　おっしゃることはよ

くわかります。本来であるならば、広域

連合の仕事であろうということもよくわ

かりますし、また、じゃ、市民の健康を

守るということで言うと、やっぱり市が

責任を持っていくというのは、そのとお

りやと思うんですね。

　ただ、広域連合の仕事でしょうと言っ

ておっても、対象の方は市民であること

は間違いないわけですから、その方のや

はり何かあったときの早期発見というこ

とも考えると、やはりこれは捨ておけな

い問題であろうと思います。

　なので、そこら辺は本来するべきはな

しであるかもしれないけれども、でも、

やはり市民の健康を守るという立場から

すると、そういうきめの細かい対応とい

うことも私は基礎自治体としてあってし

かるべきやと思いますので、そこら辺の

ことは、ぜひ、ちょっと柔軟に対応して

いただきたいなということ、これは要望

として申し上げたいと思います。

－38－



○森内一蔵委員長　ほかにないでしょう

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午後１時５３分　休憩）

（午後１時５７分　再開）

○森内一蔵委員長　再開します。

　認定第８号の審査を行います。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

　質疑のある方。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　介護保険特別会計につ

いてお聞かせをいただきたいと思います。

　介護保険は３年ごとに見直していく、

条件なんかの見直しでいうと６年ごとと

いうようなことになるんですけども、そ

れの改定の第１年目ということなんです

が、介護報酬の引き上げというようなこ

とが行なわれまして、一般会計でもちょっ

といろんな施設の話もしましたけれども、

介護報酬の引き上げ効果というか、中身

をお聞かせいただければと思っておりま

す。

　私もこれまでの質問でも介護保険は府

のほうでも、積立てがありまして、大き

な黒字やということを何回も言わせても

らってるんですけども、決算でいうと、

こちらには出ませんけども、府の積立て

が幾らまで膨れあがっているのかなと、

わかればお願いしたいと思います。

　それで、介護保険のほうの状況をお聞

かせいただきたいんですけども、介護抑

制は起こさないようにと、受けれる介護

は受けられるようにということをいつも

言わせてもらっているんですけども、訪

問介護系のサービスですね。摂津の介護

を見ますと、１８、１９年とちょっと下

がってたのが、２０、２１年度じわっと

上がってきて、ほかの支給の伸び率も認

定も右肩上がりなのかもしれないんです

けれども、高齢化率のふえ方と比べてど

うかと、私思ってるんですけども、お年

寄り、６５歳超えてこられても、皆さん

まだお元気ということが言えるんかもし

れませんけれども、認定や給付で抑える

ということはないんでしょうけれども、

伸び率でいうと、ふえていないのをどう

いうふうに見たらいいのかなというのを

お聞かせいただきたい。

　保険料のことについてまた見ますと、

介護のほうで、これ見ましたら、保険料

段階で言うと、市民税の非課税世帯が過

半数ですね。６５歳でいうと。そうする

と、保険料の減免制度も必要なんじゃな

いかなと私は思ってるんですが、一般的

な所得というか、６００万所得以上の方

というのは、もう６５歳、９段階、１０

段階というのはわずか２％ずつ、４％し

かおらない。という意味では、６５歳以

上の摂津市民というのは、非常に豊かで

はないということが言えるのではないか

と思いまして、負担が高いのではないか

ということで、見方をお聞かせいただき

たいと思います。

　決算概要２７３ページの地域介護・福

祉空間整備事業、小規模多機能ホームで

すかね、ことしオープンということなん

ですけども、この予算の使い方というか、

中身のほうもお聞かせいただければと思っ

てます。

　２７５ページ、福祉用具とか住宅改修、

これは予算がなくなったらやめるという

ことではないと思うんですけども、使い

切ってるというか、数字的にはそういう

話になってるんですけども、どういった

感じなのかお聞かせいただきたいと思い

ます。
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　それと、一般会計でも聞かせていただ

きましたけども、２７９ページの成年後

見制度利用支援事業です。利用助成費は

ゼロなんですが、後見制度、嫌がる方も

いらっしゃいますけれども、結構痴呆で

すとか、進む中で、後見も必要ではない

かなというような方もふえているような

気がするんですけど、この中身をアピー

ルできないのかなということでお聞かせ

いただきたいと思います。

○森内一蔵委員長　山田参事。

○山田保健福祉部参事　まず、介護保険

財政、３年の中期財政で黒字が出ておる

ということで、１点目の大阪府の財政安

定化基金の積立金についてなんですが、

申しわけございませんが、市の方で積立

金の額は把握できておりませんが、当初、

最初の１期、２期、３期については、各

市町村からの負担、大阪府の負担、国の

負担ということで、積立てがなされてお

りましたが、第４期に入りまして、一定

額積立てがあるということで、負担のほ

うがなくなっております。

　今後、摂津市だけではなくて、赤字に

なるような市町村が出てくれば、その基

金を活用するということになっておりま

す。

　実際に、第２期のときには、摂津市も

基金から交付を受けたり、貸付を受けた

りしまして、３期で返済もしているとい

うようなことでございますので、財政の

広域での安定化という意味では必要な制

度かなというふうには考えております。

　２点目のサービスの抑制がないように

という中で、高齢化の伸びに比べて認定

者であるとか受給者のほうが伸びていな

いのではないのかというご質問でござい

ますが、まず、本市の高齢化なんですが、

２１年９月末現在でいいますと、高齢者

数が１万５，９３７人ということで、こ

こ数年見てますと、大体毎年６％前後の

伸びを示しております。高齢化率につき

ましても、毎年１％ほどの伸びを見せて

いるということでございますが、一方で、

認定者数の割合ということで、これにつ

きましては、最近でいいますと、平成１

９年度で高齢者に対して１４．６％、約

２，０００人の方が認定を受けておられ

ます。２０年度が１４．７％、２，２２

５人、２１年度は、率では下がっており

まして、１４．３％、人数的には２，２

８２名と若干の伸びということで、認定

を受けておられる率が横ばいあるいは若

干下がったり上がったりというようなこ

となんですが、これは、担当のほうで考

えておりますところでは、特に本市の場

合、前期高齢者の方の増加が激しいとい

うことで、前期高齢者ですので、当然お

元気な方が、もともと多い、６５歳なり

たての方とかいうことですので、そうい

う方が認定を受けられる率というのは少

のうございます。大体前期高齢者の方に

限っていいますと、たしか、４％ぐらい

の方が認定を受けられておりまして、７

５歳以上になりますと、３０％超える方

が認定を受けておられるという傾向で、

これは全国的な傾向でございます。

　摂津市においても、同様の傾向という

ことですので、他市との比較をしますと、

低い率というようなことになるんですけ

れども、前期高齢者の方が多いという特

徴があるので、認定率は少ないのかなと

いうふうに考えております。

　それから、保険料についての負担が重

たいのではないかということでございま

すが、段階でいいますと、本人さんが非

課税というのは第１段階から第４段階ま

での方でございますので、これが大体３

分の２ぐらいの方がご本人さんは非課税

ということになるかと思います。
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　５段階から１０段階までの方が課税世

帯なんですが、本市の特徴としましては、

以前、調べてみたところ、低い段階、第

２段階とか、逆に高い、所得の多い方が

多くて、他市と比べて、ちょっと極端な

形になっているのかなというふうに思い

ます。

　そういうことで、全体としたら、全国

と比べると、所得の高い方は、どちらか

というと多いような傾向にあるんですけ

れども、その中でバランスをとるような

形で、２１年度から最高段階の１０段階

が、保険料が基準額よりかなり高くなる

ような設定もさせていただいて、低所得

の方の負担を減らすようなというな工夫

はしておるんですけれども、確かに、今

の金額がそれぞれの段階でどうなのかと

いうのは、全体の財政のバランスを考え

ると工夫した中でこういう形で設定させ

ていただいたということになります。

　おっしゃるように３年に１回の改定と、

見直しということになりますので、次期、

この保険料の設定が段階をふやすのか、

あるいは、国の方でも議論されてますの

で、所得に応じて率を、段階ではなくて

率にするのかとかいうような議論もあろ

うかと思いますので、そういう中で次の

改定の折にはまた工夫した保険料の設定

を行いたいと思います。

　独自減免ということでも以前から制度

的にさせていただいているんですけれど

も、２１年度は、若干対象となられた方

がふえております。例えば、２１年度は

独自減免の対象となられた方が９名で、

金額的には１０万１，１３７円というこ

とで、２０年度は６人で、６万５，２５

９円でしたので、この独自減免制度を利

用された方もふえておるというような状

況にはなっております。

　次に、小規模多機能の拠点の整備に関

係してなんですが、これにつきましては、

予算をあげさせていただいたときにも、

小規模多機能型居宅介護についてはご説

明はさせていただいたことはあるかと思

うんですが、通いのサービスを中心に訪

問サービスと宿泊サービス、この三つの

サービスを組み合わせながら提供するこ

とで、施設入所でなくても、居宅を中心

にさまざまなサービスを組み合わせなが

ら、地域で住み続けることができるよう

にというようなものでございます。

　利用につきましては、登録制になって

おりまして、定員が２５人というような

ものです。通いが１日１５人まで、宿泊

が１日９人までということで、これは地

域密着型のサービスということで、他の

市町村の方の利用はできないということ

になっております。

　今のかがやきプランの中で安威川の以

北、以南に各１か所ずつ整備を計画して

おりまして、その内の以南のほうの１か

所ということで、社会福祉法人気づき福

祉会、これは特養の摂津いやし園を運営

している法人なんですが、そこが整備を

行いました。これにつきまして、建設費

用とそれから準備にかかる経費について

国と府のほうから交付金がございまして、

それが１０分の１０ということで、入っ

てきた金額を市の予算で歳出しておると

いうことでございます。

　これがもともと２１年度中に整備を予

定しておったんですが、国の方の事務的

な遅れ等もございまして、建設が年度を

またがって、完成したのが２２年７月と。

実際の運営はことしの８月からというこ

とになりました関係で、この交付金の金

額も当初予定していたものとは補正でか

わっております。

　今回執行した額が、２１年度で執行し

ましたのが、９０万８，０００円という
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ことになっておるんですが、これは準備

経費の一部ということで、全体としまし

ては、建設の整備関係が２，６２５万円、

これにつきましては、全額２２年度に繰

り越しをさせていただきました。残り４

７９万８，０００円が準備経費というこ

とだったんですが、これが２か年にわたっ

て交付されるということになりまして、

２１年度分については、９０万８，００

０円。２２年度分については、３９８万

円というようなことになっております。

　それと、もう一点、福祉用具と住宅改

修の給付についてのご質問ですが、まず、

住宅改修につきましては、２１年度に要

介護の方と要支援の方と、あわせて年間

２２６件、金額的には、大体半々ぐらい

だったんですが、トータルで２，１５３

万６，２４５円ということで、１件あた

り約９万５，０００円の工事費の支給を

行っております。

　それから、福祉用具の購入費のほうな

んですが、これも要介護の方、要支援の

方あわせまして、年間２５７件、金額に

しますと６４２万７，２０５円というこ

とで、１件あたり約２万５，０００円の

支給ということになっております。

　２０年度と比較しますと、２０年度住

宅改修が２０５件の１，８５７万１，２

６４円ということで、１件あたりの単価

も２０年度は９万円ほどでしたので、単

価、件数とも２０年度から２１年度でふ

えておると。

　それから、福祉用具につきましては、

２４３件で６００万７，９２７円、１件

あたりが２万４，７２４円ということで、

こちらも件数、金額、単価ともに増加し

ておるということで、２２年度の状況、

まだ分析しておりませんけれども、かな

り伸びているような傾向にはあるという

ふうに思っております。

　特に最近、住宅改修で手すりをつけた

り、段差解消されて、それで効果がある

ということで、評判を聞きつけてました

というか、ご近所の方から聞かれて、う

ちも対象にならないかというようなご相

談が結構多うございまして、それによる

介護保険の認定の申請というのも最近増

加している傾向にあるように見ておりま

す。

○森内一蔵委員長　川口参事。

○川口地域福祉課参事　２７８ページの

成年後見制度利用支援事業についてご説

明させていただきます。

　こちらに載せております、まず手数料

についてなんですけれども、平成２０年

度に市長申立をさせていただいた件数が

８件ございましたので、１件あたり鑑定

費用等も含めまして、約１１万円の１０

件分ということで予算を計上させていた

だきましたが、実際には、２１年度は市

長申立が１件ということで、執行が１万

５０円というふうな金額になっておりま

す。この１万５０円につきましては、鑑

定費用等はこの方については、鑑定は必

要ございませんでしたので、健康診断書

のお金と、あと、登記等にかかる印紙の

お金ということで、このような金額になっ

ております。

　なお、市長申立は１件だったんですけ

れども、それ以外に、実際にはいろいろ

書類等を準備するのにはかなり一般の高

齢者の方やご親族の方では手数が大変で

すので、そのあたりについては、四親等

内の親族の方の名前で申立てはしていた

だくんですけれども、実際の事務は、包

括の職員が対応させていただきまして、

家庭裁判所に親族の方と同行させていた

だいた件数というのは４件ということで

聞いております。

　また、それ以外にも窓口等での後見申
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立についてのご相談とか、実際の詳しい

内容を聞きたいということで、窓口にお

見えになられる方は、やはり委員もおっ

しゃられましたようにふえているなとい

うふうには実感をしております。

　次の成年後見制度利用助成費ですけれ

ども、これにつきましては、市長申立を

させていただいた方で、生活保護等の方

に対して、後見人がつかれた後の月々の

金銭の管理に対するお支払いということ、

報酬ということになるんですけれども、

それについては、該当されるという方が

いらっしゃいませんでしたので、そのま

ま予算がこのような形で決算額がゼロと

いうような形になっております。

　もう少しこういう制度についてアピー

ルができているのかどうかというふうな

ご質問でしたけれども、なかなか、今、

マスコミとかでも後見制度ということで、

市民後見制度なんかのチラシ等もよくこ

ちらの窓口にもおかせていただくような

こともあるんですけれども、こちらにつ

いては、ケアマネジャーさんからもひと

り暮らしの高齢者の方で、金銭管理につ

いてどのように対応したらいいかという

ふうな相談もありますし、地域でのふれ

あいサロンですとか、地区民協、民生委

員会の協議会のほうでの説明とか、ある

いはそういう話をしていただきたいとい

うふうな依頼もふえてきております。実

際には、高齢者の方でもご理解いただけ

るような形でペープサートを使ったりと

か、模造紙に少し絵を描いて、流れ図な

んかを説明させていただくような形で、

できるだけご理解いただけるような形で

の取り組みは徐々にではありますけれど

も、進めさせていただけているのかなと

いうふうに思っております。

　また、コミュニティソーシャルワーカー

の事業で、エンディングノートという講

演会につきまして、千里丘公民館と鳥飼

東公民館で２会場で実施させていただい

たんですけれども、そのような講演の場

でも成年後見制度という形での講座も少

し織り交ぜながらご理解いただいたり、

また、周知を図っていっているような現

状でございます。

○森内一蔵委員長　あと全体的に介護報

酬の引き上げの効果について。

　山田参事。

○山田保健福祉部参事　２１年度から介

護報酬が引き上げられたと。介護従事者

の処遇改善ということですが、平均３％

引き上げられた部分とそれから上乗せと

いう形で年度途中から大阪府に設けられ

た基金を活用して、これは平均で１万５，

０００円と言われていたと思うんですが、

加算された部分とございます。これによ

る効果ということなんですが、もともと

介護職場での従事者の方々の賃金が低い

というようなことがあってのこういう政

策、国の考えということですので、直接

的に市の方でそれぞれの民間の事業者の

従事者の方の給与とかも把握しておるわ

けではないんですけれども、最近になっ

て、ようやく定着してきたというような

話を聞いております。といいますのは、

私も、定期的にグループホームの運営推

進会議とかにも出席しておるんですけれ

ども、やはり以前は、職員さんの入れか

わりが多くてという話を利用者のご家族

の方とかからもよく聞いておったんです

が、２１年度中はどうだったかなかなか

難しいですけど、２２年度最近になって、

ようやく定着の傾向にあるのかなという

ふうに感じておるところです。

○森内一蔵委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　幾つか要望にしていき

たいと思うんですけども、介護報酬引き

上げ効果、確かに上がったんですけれど
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も、２０００年のスタートから比べたら

まだ低いということが言えると思います

んで、また待遇改善を国に求めていって

いただければなと思っております。要望

で結構です。

　府の積立金、年度変わりで、もう一た

ん切って、今回お金も入れないし、赤字

にならなければ下りてもこないというこ

とで、積み上がったまんまになろうかと

思うんですけども、２０１２年度の改定

の折には、こういうのもあるというのも、

各自治体で、この保険料が変わってきま

すので、それこそ値上げを頑張ってしな

かったところに使われてしまうといった

らおかしいですけども、そんなアンバラ

ンスがあってはいかんのでしょうけども、

こういうのも有効活用と言ったらおかし

いんですけども、あるということも２０

１２年度の改定には考慮されるのかなと

思ったりはしてるんですけども。これは

結構です。

　これからの先の話で、それこそ保険料

については、非常に高いもので減免もせ

ないかんという方、若干少しいらっしゃ

るということですから、また考えていた

だければと思うんですけども、制度の見

直し、国でこれやられる話なんですけど

もね、この間の報道なんかを見てますと、

見守り介護、安否確認とかのことで必要

だとかいうような議論が始まってたりと

か、そうかというと、一方では、生活介

護はもう必要ないとかいうような話が出

たりとかしておりまして、どんな介護保

険の制度にまたなってくるのかなと、ちょっ

と不安もあったりするんですけども、住

宅改修なんかも口コミで使われていると

いうようなことで、ぜひ、安心して使え

るものはしっかり使っていただけるとい

うことにアピールをまたお願いしたいと

思うんですが。

　後見制度のこのアピールの方も、ぜひ、

こういうのは使う必要がある人がふえる

のは大変なんですけども、最近、お年寄

りのひとり暮らしとかいうのがふえてく

ると、詐欺の被害にあわれるとかいうよ

うなこともある方があるというところで

は、後見をつくっていればご本人に責任

がなくなるわけですから、こういった詐

欺事件云々なんかにも防止にもつながる

のかなと思っておりまして、皆さんの介

護保険利用を大きくしてもらうことが社

会的な安定にもつながるのかなと思って

おりますので、また、制度のほうは国が

決めて来ることですけれども、できる限

りで頑張っていただきたいと思います。

　多機能ホームのほうはちょっと遅れた

ということなんですけども、わかりまし

た。地域活性に生かしていただければと

思っております。

○森内一蔵委員長　全部要望でした。

　ほかに。

　本保委員。

○本保加津枝委員　２７３ページの介護

認定審査会の運営に係る経費及びその要

介護認定事業と要介護認定の詳細につい

て、これ関連してお尋ねをしたいと思い

ます。

　事務報告でも内訳が出てるんですけれ

ども、区分変更の件が１３１件と、全体

の申請の受付が２，６１３件ということ

で、審査の結果については２，５３０件

ということで、受付の段階からでしたら、

８３件が却下をされたということだと思

うんですけれども、この区分変更という

のは、当然介護認定をされて、定期的に

状況を見ながら変更していかれるという

ことだと思うんですけれども、これに関

連して、市民のこういう介護の認定を受

けておられる方、あるいはその申請をし

ようとされる方について、ご相談を受け
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る話の中で、この区分変更について、一

たん、その申請をされて、介護の認定が

おりると、そうなりますと、自分はもう

ちょっと重い介護度をつけていただける

のではないかとか、状況とは随分乖離し

た介護認定になっているんじゃないかと、

こういったご相談を受けることが多いわ

けです。これについてでも、不服の申立

てをしてくださいということをこちらの

ほうで、どうなんでしょうかということ

でご相談に伺ったときには言っていただ

けるんですけれども、ご本人さんたちが

そういったことをいいですよということ

がよくご理解をされてない件数が多いの

で、こういうご相談の中身をお受けする

ことになるかと思うんですね。この点に

ついては、原課のほうでどのようにご指

導されているのか、お聞かせをいただき

たいと思います。

　もう一点、決算概要２７９ページ、こ

の特定高齢者把握事業の委託料について、

執行率が５４％ということです。この中

身とその残額の要因になったこと、その

理由等についてお聞かせをいただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

○森内一蔵委員長　山田参事。

○山田保健福祉部参事　まず、要介護認

定の申請、それから結果、それと区分変

更についてのご質問にお答えします。

　まず、申請件数とそれから審査判定結

果通知との差なんですが、この数字がす

べて却下ということではなくて、年度が

またがっている部分もありますので、２

１年度に申請されて、２２年度に結果が

出たとか、逆に、２０年度中の申請で２

１年度に結果が出ているとかいうのもあ

りますので、年度で見れば数字の若干の

相違があるということと、申請された後

に、例えば入院中に申請されて、退院の

めどが立たなくなったとか、状態が不安

定だからということで、一たん取り下げ

されるというようなケースもございます

ので、基本的に却下というような形はな

いというふうに考えていただければ結構

かと思います。

　それから、区分変更につきましては、

一定、認定の結果につきましては、有効

期間があるんですけれども、その間で状

態が変わられたという場合の変更の手続

きというのが区分変更なんですが、実際

には、結果が出てすぐ、おっしゃるよう

に想定してた介護度とは違うと、もっと

状態が重いというふうに思うというよう

なことで、もう一度申請をされるという

ような場合がございます。そういう方に

ついても、区分変更申請という形で受付

をさせていただいているんですが、ご相

談があった場合には、確かに調査項目が、

この部分ができると判断しました、でき

ないと判断しましたというようなご説明

であるとか、例えば、前回と比べてどう

だったかというようなご説明、それから、

主治医の意見書の中で、主治医のほうで

これは本人さんに知らせていいよという

ような同意を得ている情報につきまして

は、そういうこともお話したり、特記事

項の内容でこういう状況でこう判断しま

したとか、それから、議事録を見まして、

審査会でこういうような判断でしたとい

うようなご説明はさせていただいている

んですが、今、ご指摘あったように、通

知だけ見られて、ご本人さんが区分変更

ができるとか、不服申立てができるとか

いうこともご理解されてないというケー

スもあるということなんですが、実際に、

その結果を受けて、サービスに支障があ

る、不足があるというふうな場合は、ま

ずはケアマネジャーさんがケアプランを

立てられますので、ケアプランの中でど

－45－



う工夫できるのか、できないのかという

ようなことをケアマネジャーさんに相談

していただいて、その中で、実際にはケ

アマネジャーさんを通じて、区分変更の

申請をされるということがほとんどです

ので、そういう形で、まずは担当のケア

マネジャーさんに相談していただくのが

一番いい方法なのかなというふうに考え

ております。

　介護保険課としましても、こういうこ

とがあれば、ご相談をとか、こういうこ

とができますというような周知には努め

ていきたいというふうに思っております。

○森内一蔵委員長　川口参事。

○川口地域福祉課参事　特定高齢者の把

握の委託料が５４％の執行率ということ

で、それについてご説明させていただき

ます。特定高齢者の把握につきましては、

特定健診受診の際に生活機能評価という

検査を同時実施をする形でお受けいただ

くような体制をとっております。特定健

診の受診者のほうが受診者数が５，００

０人とこちら受診を見込んでいたんです

けれども、実際には３，１５４人という

ことで、少し受診者の方が少なかったた

めに、生活機能評価自体を受けられる方

も同数になりますので、そのように低かっ

たために委託料が執行率が５４％という

ことで低くなっております。

○森内一蔵委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　特定高齢者把握事業

につきましては、わかりましたので、一

応、その見込みとその乖離の部分が非常

に大きかったということについて原因が

ある程度わかっておられるのでしたら、

それについて、それを参考に次回の予算

編成、ことしの分はもうなってますけれ

ども、反映させていただけたかなと思う

んです。

　こういったことも不特定、限定できな

い要因というものが考えられる場合でし

たら、またそれはそれなりに、今後、余

り大きな予算がきちきちというのも困る

んですけれども、あんまり大きな乖離が

出ないように、今後努めていただきたい

なと思いますので、要望としておきたい

と思います。

　あと、今、ご説明をいただきましたけ

れども、この区分変更の不服申立てにつ

いてなんですけれども、一たん認定がお

りて、現場では実際問題なかなか自分が

公的な機関ですよね、市の方から介護度

がこれだけでしたと言われると、何か自

分では納得できないなと思って、それを

言っても、はっきりなかなかケアマネジャー

さんに相談をしてとかというふうに、先

にそこへ考えがいくというものでは普通

なくて、使える時間が足りないので、何

とかならないかみたいな、どうやってカ

バーしていったらいいんだろうというよ

うなお話になることが多いんですね。そ

れは、やはり不服申立てはできるんです

よ、ケアマネジャーさんに相談をして、

自分の認定度が不満だと思うんでしたら、

こういうことがちゃんとケアマネジャー

さんを通じて不服申立てができますよと

いうことを、やはり理解できるような形

で指導していってあげていただきたいな

と。それで、やっぱりケアマネジャーさ

ん自体もいろんな業者の方もいらっしゃ

いますけれども、必ず使っていただくと

きに、計画書をつくるときに、認定の判

定については、どうですかと聞いて、皆

さんが皆さん、不服ですということはな

いと思うんですけれども、もしも、理解

ができないとか、自分の状態にそぐわな

いような判定が出ているようでしたら、

不服申立てで区分変更はできますよとい

うようなお話をやっぱりしてあげていた

だければ、こういったことで悩んでおら
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れる方がかなり数が減るんじゃないかと

思うんです。高齢者の方、あるいは介護

をお願いしているという立場の家族の方

等々からしますと、なかなかこの介護度

がおかしいと思うというのは、なかなか

言いにくいもの、現実には言いにくいも

ので、またどこへ言っていいかわからな

いという場合も多いと思うんですね。そ

の辺をきちんとやっぱりそのケアマネジャー

さんと相談をして、区分変更ができます

よということがだれにでもわかるように、

受ける方だけじゃなくって、その家族の

方にも理解ができるように、こういった

ことについてももう少し説明をしてあげ

ていただきたいなと思います。

　現実に、現場でこういった例がありま

した。娘さんが看護師さんで、どう見て

も、看護師さんの立場ですけれども、親

御さんの認定、介護認定度が低すぎると

いうような事例があって、ご相談いただ

いたときに、原課にどうなんでしょうか

ということで、どうしたらいいでしょう

かとご相談に伺ったときには、今、その

ケアマネジャーさんもそういうふうに考

えていますということだったんです。じゃ、

もう変更のほうの手続きは、言っていた

だいて済んでいるのかと思ったら、ご本

人から言っていただかないと勝手にはで

きませんと。それは理屈としては当然そ

うだと思うんですね。そういった現場で

の手順といいますか、ルールがあるんで

したら、なおのこと、やっぱり受けてお

られる方、介護保険でやっぱり介護のこ

の判定を受けたいと、また、それによっ

てサービスを受けたいと思っておられる

方たちに対して、もう少し、丁寧といい

ますか、親切といいますか、そういった

指導の仕方をしていってあげていただき

たいなと、指導を徹底してほしいなと、

そういうふうに携わる方々に、指導を徹

底していただきたいなというふうに思い

ます。

　これから、やはり、高齢者の方がふえ

て、先ほどもお話の中にありました、前

期高齢者のほうがまだ多いんですという

ことでしたけれども、年数がたっていっ

て、今皆さんお元気ですが、その方たち

がだんだんだんだん高齢化していきます

ので、そういったことも踏まえて、施策

面でよりわかりやすく、より理解がしや

すく、行政に対してより意見を申し立て

やすいというような環境づくりにこれか

らも努めていただきたいなと。改善すべ

きところはしっかりと改善をしていただ

きたい。そのような指導もしていただき

たいと思いますので、よろしくお願いし

ます。要望です。

○森内一蔵委員長　ほかに。

　弘委員。

○弘豊委員　介護保険特別会計に関わっ

て、２点お伺いしたいと思います。

　決算概要の２７８ページ。ここで、一

つは地域介護予防活動支援事業があがっ

ておりますけれども、その中身、報償金

は１７万執行しまして、残額１９万になっ

てます。介護予防に取り組む地域活動組

織の育成や支援というようなことで、い

きいき体操の会とか、そういうような形

で市内で取り組んでおられる、そういっ

たところが対象になっているのかなとい

うようなことなんですけれども、その項

目の一番下、地域介護予防活動支援委託

料、これは、３１万５，０００円予算組

まれてますけれども、未執行になってま

す。

　調べてみましたら、昨年も同様に未執

行で終わっているんですけれども、この

委託料については、どういう事業を想定

して組まれているのか。また、執行され

てないその経緯をお聞きしたいというふ
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うに思います。

　それから、もう１点ですけれども、同

じ２７８ページの下のほうの介護相談員

派遣事業です。これは、確か予算の議会

のとき本保委員からもご質問があったよ

うに記憶しているんですけれども、介護

相談員の施設への派遣というようなこと

で取り組まれてます。

　私どもいろいろと市のホームページを

見ましたら、２１年活動報告書なども載っ

ていますし、また、いろいろ調べてまし

たら、介護相談地域づくり連絡会という

ことで、全国的なネットワークもあって、

そうしたものの報告を見てましたら、摂

津の取り組みなんかも紹介されている、

そういうものもあって、頑張ってやって

るんだなというふうに思ってるわけなん

ですけれども。

　この事業ですね、中身としては、介護

相談員さん、これは市の方から嘱託とい

うことでされるんですけれども、１回１，

０００円というようなことで、１２名の

方がいらっしゃるというようなことです

から、７２万の予算でしたら、大体一人

当たり２万円で組んでおられるのかなと

いうようなことなんですけれども、１回

１，０００円というようなことでしたら、

有償ボランティアというか、そういうよ

うな形の扱いになっているかというふう

に思います。

　そうした中で、施設に訪問されて、い

ろんな相談も受けて、また、それを介護

サービスの改善につなげていく役割、役

割としては、本当に大切なものだと思う

んですけれども、実際、どう改善をさせ

ていくのかというようなところで見まし

たら、事務局の力というか、力量が大き

いのかなというふうに感じています。

　この介護相談員派遣事業を、この間続

けてこられて、それで、取り組みの特徴

的なこととか、また課題になっているよ

うなこととか、総括的なことで、考えが

ありましたら、ここでお聞きしたいとい

うふうに思っています。

○森内一蔵委員長　川口参事。

○川口地域福祉課参事　２７８ページの

地域介護予防活動支援事業についてご説

明させていただきます。

　委員からお話ありましたように、いき

いき体操の会ですとか、それ以外に、健

康づくりの自主グループということで、

地域の方々がグループ活動をされるに当

たって、そういうような活動をサポート

するようなという形での委託料というこ

とで組ませていただいていたんですけれ

ども、実際には、いきいき体操の会の方

の活動がとても活発で、実際にはその方々

が中心になっていただいて、地域の健康

づくりのグループさん自身が皆さん、運

営委員会のような形の形式でもって、グ

ループ発表会等を企画運営をしていただ

いているという現状がございまして、実

際には、その方たちのリーダー養成的な

講座は、健康推進課でご担当いただきな

がら自主的な運営という形で動いていた

だいておりますので、この事業について

の委託料としての、特別どちらかの団体

に委託するということが発生していませ

んのと、ここの報償金で、いきいき体操

の会の方に対する、みんなで体操三部作

の普及啓発等にご協力いただいていると

いうことで、予算のほうをお出しさせて

いただいたのと、もう一点、認知症につ

いては、２１年度主要な取り組みという

ことで、回想法についての地域での展開

をして、それについて、介護保険の事業

者さんのほうでも、地域での活動を委託

できないかということも予定があったん

ですけれども、そちらのほう、まず、回

想法についてのこの事業の中で報償金と
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して講師の方をお呼びしまして、まず介

護保険の事業者のスタッフが回想法につ

いて勉強しまして、それをグループホー

ムで入所者の方と、あと近所にというか、

地域にお住まいになられていらっしゃる

認知症の方と皆さん集まって、回想法の

講座を９回シリーズで用いました。その

後、事業者さんで、具体的に、それを継

続的に活動支援ということでという話も

出たんですけれども、そういう委託とい

うことなく、グループホームさんでも継

続的に今までご参加いただいた方につい

ては、そういう交流会を継続して実施協

力しますということで、お話をいただい

ておりまして、実際に、もう自主的に、

グループホームさんで何回か継続実施を

していただいているような状況で、何か

先ほどからこのような答えばかりで、予

算の立てた時期にどこまで内容が詰まっ

ていたのかというふうに問われそうなお

答えになっているんですけれども、一定

そのように、当初いろんな教室を打つと

きには、その後、地域で展開、継続的に

一回だけの報奨で終わるような活動では

なくって、あとやはり継続的に展開をし

ていただけるような形で職員も意識的に

講座に取り組んでおりますので、他市で

は、そういういろんな講座なんかを民間

といいますか、そういう専門の業者の売

り込みもかなりありますので、いろんな

講座について委託をするということも可

能性としてはあるのかとは思いますが、

できるだけ継続的に、地域の中で根づい

ていただくというような活動に、仕掛け

から、職員のほう、かなり対応しており

ますので、そのような形で実を結んでい

る結果というふうにお答えさせていただ

きたいと思います。

○森内一蔵委員長　山田参事。

○山田保健福祉部参事　介護相談員派遣

事業についてのご質問にお答えします。

　この事業につきましては、市が委嘱し

まして、いわゆる有償ボランティアの方々

に施設を訪問していただいているんです

が、相談員になっていただいている方は、

民生委員さんであったり、介護者家族の

会の会員さんであったり、ボランティア

連絡協議会の中から出ていただいている

方、あるいは、一般公募の方もいらっしゃ

います。

　これは、いわゆる直接的な施設への行

政指導ということではなくて、市民の目

線で、その施設のサービスの質の向上に

寄与してもらおうというような趣旨でご

ざいます。

　特徴としましては、相談ということが

メーンなんですけれども、直接的な利用

者の声だけではなくて、相談員さん自身

が気づいたことなどを施設のほうに伝え

ていただくというようなことでの改善と

いうのも図られているところでございま

す。

　昨年度の活動としましては、事例の報

告ということで、大阪府内で派遣事業を

実施している市町村からいろんな事例を

出しあいまして、こういう府のほうで事

例報告集というのもつくっていただいた

わけなんですが、その中でも摂津市の事

例として、幾つか報告もあげさせてもらっ

てます。

　例えば、以前料理の講師をされていた

利用者の方が、施設で料理をつくりたい、

つくらせてほしいというようなご相談が

あったと。それを相談員さんが受けて、

施設のほうに伝えたところ、実際、つくっ

ていただいて、それをほかの利用者の方

に食べていただくというのは無理なんで

すけれども、食事ということに大変関心

を持っておられる方ということですので、

施設の中で、食事に関するアンケート調
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査をしたいということで、そのアンケー

トの調査の作業とか、企画とか、そうい

うことに参加していただくというような

ことで、生きがい、役目を果たしていた

だいたというようなことで、人の役に立

ちたいという気持ちが満たされたという

ような事例もございます。

　それから、気づきというところで、カー

テンの汚れが気になっていたということ

で、職員さんは毎日目にしておられるん

で、気づいておられなかったようで、そ

ういうことを施設側に伝えたところ、後

日、きれいにクリーニングされてました

とか。あるいは、トイレの臭気とかです

ね、これもなかなか職員の方も慣れっこ

といいますか、日常的なことになってし

まって気づかないということがあるんで

すが、やはり、第三者というか、外から

来るとやっぱり気になるというようなこ

とで伝えて、換気を改善されたというよ

うな事例もございます。

　ということで、実際の相談、それから

気づきということと、またあわせて第三

者がその施設、事業所を訪問するという

ことで、職員の意識が変わるというよう

な効果もあらわれているというふうに聞

いております。

　活動の内容として、この実際の訪問以

外に、定期的に月１回、活動報告を行う

その連絡会も開いて、情報交換もしてい

るんですけども、それ以外に、毎年府で

開かれる現任研修会に参加していただい

たり、市独自に先進施設の見学会、視察

というのも行ってまして、昨年度は、守

口市の老健施設ハートピアというところ

を訪問して、そこは、在宅復帰を高めよ

うということで、家族支援に力を入れて

おられるんですが、そういうところを視

察したりとか、あるいは、ほかの市との

交流会、意見交換会ということで、昨年

度は茨木市の相談員さんとの意見交換会

を実施しております。

　それから、年１回、３者連絡会という

ことで、相談員さんとそれから受け入れ

側の施設の職員さん、それから事務局の

職員、３者でこの事業の課題とか、事例

の検討とかいうようなこともしておりま

す。当初はなかなか施設側の職員のほう

も何を見られるのかなというような意識

を持っておられた施設もあったように聞

いておりますが、最近では、３者連絡会

を定期的に開催するようになってから理

解がお互いに深まって、事業も円滑にいっ

ておるのかなというふうに考えておりま

す。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　それでは、地域介護予防活

動支援事業なんですけれども、この点に

ついては、答弁にもありましたように、

本当に市民の皆さんが自発的に、積極的

にいろんなことを取り組んでいただいて

いて、先日も市民体育祭なんかでも体操

を指導してくださるような場面もありま

した。お年寄りから、また子どもたちも

みんな、とても楽しんでやっているとい

うようなことで、すごいなというふうに

感心してたんですけれども、この活動に

ついて言いましたら、ここの地域介護予

防活動の支援事業というようなことで取

り組まれている分とまたこれもしかした

ら、中身が違うのかなというふうにも思

うんですけれども、国保会計のところで

は、保健センター事業の中にも体操なん

かをしている団体についての補助がある

ようにも見受けられましたし、また、一

般会計のほうなんかで、認知症やまた街

角デイハウスの補助や、そういった事業

などがあるわけですけれども、そういっ

たいろいろと取り組まれていることがこ

の決算では分割していろんなところから
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予算が執行されているのかなというふう

に見受けられるんですけども、介護予防

に関わる問題ですから、ここにある意味、

また担当課としてもここで関わっている

というようなこと、あるかもしれないん

ですけれども、介護保険の特別会計にあ

りましたら、これはやっぱり介護保険の

中の保険料のほうに財源というか、そこ

はかかっていくのかなと。なかなかこの

特別会計の中に一般会計繰入みたいなこ

とは、この間いろいろと訴えてる中で厳

しいというような声が多いんですけれど

も、街角デイハウスであったり、この地

域介護予防支援事業であったり、こういっ

たもの、同じような中身でばらばらと事

務報告、決算概要で見受ける分について、

やっぱり気になるわけです。また、執行

率の点でも、ここで執行してないのであ

れば、先ほどの国保のほうの保健センター

活動のところに、それともう一緒にして

しまうといったら乱暴な話になるかもし

れないんですけれども、少しこの辺の整

理について、また検討を加えていただけ

たらなというふうに思いますが。答弁の

ほうもできればお願いしたいというふう

に思います。

　もう一点の介護相談員派遣事業につい

てなんですけれども、さまざまこの事業

に取り組むことで改善点もあるというよ

うなこと、また摂津の取り組みも、これ

も自発的に積極的にいろいろと取り組ま

れている部分が大きいなというふうに感

心しているわけなんですけれども、そう

した中で、ただ、反面、報告書などを見

ていると、いろいろと相談を受けたけれ

ども、それを施設側に返していく分につ

いて、伝えたけれども、施設側の事情と

か、いろいろと物理的な体制の問題とか

もあるから、なかなか改善できないとい

うふうな、そういうケースもやはり多く

あるんだろうなというふうに感じていま

す。全国の連絡会の報告の中でもそうい

うジレンマといいますか、たくさん見受

けられます。

　また、そうした中で、やはり気になる

のが、この間、摂津の中でも施設の改善

ということで、サービス向上のために取

り組んでいるわけですけれども、やっぱ

り施設内の事故であるとか、また虐待の

問題ですね、こういったものというのが

出てきてしまう。こうしたときの対応で

すね、相談員の方も自分たちが行ってた

ところでそういうことが起こったケース

なんかありましたら、随分と気持ち的に

負担も大きいのではないのかなというふ

うに思うわけです。

　市から嘱託でというようなことで派遣

で行かれるわけですけれども、やっぱり

待遇というか、そういう人の身分として

は、有償ボランティアというようなこと

で、責任までは追及される立場にはない

というふうに思うんですけれども、その

辺、この間の経過で事務局としてとらえ

ているところ、ぜひお聞かせいただけた

らなというふうに思っております。

○森内一蔵委員長　山田参事。

○山田保健福祉部参事　先に相談員の事

業についてということですが、相談を受

けたり気づいたところを施設側に伝えて

も、なかなか事情で改善ができないこと

もあると。そういう中で、事故などが起

こったりということもあるということな

んですが、例えば、施設で事故が起きた

場合については、それは一定、骨折とか、

それ以上の事故が起きた場合には、事故

報告ということで、求めまして、原因の

究明であるとか、再発の防止策というの

を施設側から行政に直接報告をいただい

て、それに続いて行政として見守りを充

実させるべきであるとか、センサーの活
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用をもっと充実させるべきであるとか、

そういった指導、助言はさせていただい

ているところです。

　相談員さんの事業の中でお伝えしたこ

とがなかなか実現できない、これにつき

ましては、一定、それぞれの施設の運営

の基準とかを満たしておればなかなかそ

れ以上のことを絶対やってくださいとい

うのは、なかなかいいにくい部分も行政

としてもあります。

　ただ、普通の市民、利用者の感覚から

すると、こういうことなんですよという

ことを、常に事業者のほうに伝えること

によって、できるだけ改善が図られる方

向に結びつくんじゃないかなというふう

に思ってます。

　例えば、３者連絡会のときなんかも行

政としては、職員の皆さんも自分自身、

あるいは自分の家族がこの施設を利用し

たいような施設にしてくださいというよ

うなことを行政から伝えておりますし、

そのヒントというのは、相談員さんの声

にありますよというようなことをお伝え

しておりますので、すぐにはそれぞれの

事業者のほうでも財政的なこと、人員的

なことあると思いますので、できなくて

も、将来的にはそういう質の向上につな

がるものだというふうに信じております。

○森内一蔵委員長　川口参事。

○川口地域福祉課参事　いろんな事業、

同じような事業に対して、いろんなとこ

ろからということで、予算のほうもまと

めることができないのかというようなご

質問をいただいたんだと思うんですけれ

ども、国保年金課のほうも今話がありま

したように、保健センター健康推進委託

料ということで、そういう健康づくりに

関する委託料を受けているんですけれど

も、そちらのほうについては、講師の派

遣というような形での健康づくりの授業

をされるに当たって、講師派遣を希望さ

れるときには、国保年金課のほうが保健

センターに委託している、そういう費用

の中から講師派遣料が出るですとか、い

ろいろ内容、あと先ほどもお話しさせて

いただいたように、健康づくりのグルー

プさんのリーダーの育成っていうような

形は健康推進課のほうでの事業で担当し

ていたり、いろんな使いやすい、市民の

方からの要望があったことに対して、お

応えしやすいような事業をどこが持って

いるかで、どうしてもそれに補助金とか

がついていますと、やはり一般で持つよ

りも、何か補助金がとれるところからや

はり予算を執行しようという形のことも

ありまして、なかなか一つの課でまとめ

て、わかりやすい形での事業展開という

ようには、ちょっとなかなかならないん

ですけれども、市民の方から見たら、や

やこしくないように、あるいは予算にとっ

ては、一番効率的に提供させていただけ

るような形で連携をとりながら対応をさ

せて、今後もそのような形での対応の仕

方しかちょっと一つの課で、すべていろ

んな予算を持ってという対応は少し難し

いのかなというふうに考えております。

　街角デイハウスにつきましても、街角

デイハウスのほうで、補助金という形が

あるものについては、受けれるだけ受け

て、あと、介護予防のほうで、地域支援

事業という形で予防講座をされるときに

は、こちらに手を上げていただいて、介

護保険の特別会計のほうから執行すると

いうふうな体制もとっておりますので、

少し見えにくい部分があるんですけれど

も、市民の方には、そのような影響のな

いような形で対応のほうをしてまいりた

いと思っております。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　丁寧な説明もいただきまし
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た。今、介護予防活動の支援事業という

ような点では、やはり先ほども言いまし

た自発的なやっぱり活動、市民の活動を

支えていくというような点では、その事

業が円滑に進められるようにということ

で、こういうくくりになっているという

ようなことですので、ぜひ、それはそれ

で取り組んでいただきたいなというふう

に思いました。

　あと、介護相談員派遣事業の部分も、

本当にこの間いわゆるさまざま状況の中

で、介護職場も本当に大変な現場の状況

もあるのかなというようなこと。なかな

かこういう実態を報告書みたいなので見

る場合についても、違った目線から、さ

まざまその施設の点がいろんな問題点な

どが記されているのを見るにつれ、本当

に課題が大きいなというふうにも思って

いるところであります。

　相談員の皆さんも、大体、名簿なんか

も載ってましたから、ずっと割と長く続

けられている方が多いんだなというよう

なことで、そうした方たちについてもやっ

ぱりやりがい持ってやっていけるような

そういう事務局からのバックアップもぜ

ひやっていただきたいと。

　あわせて、研修参加の負担金のところ

で不用額がたくさん出ているなというふ

うなことも感じたんですけれども、長い

ことやってるから、初歩的な研修なんか

は省けるからこういうふうになってるの

かなというような部分もちょっと感じた

りはしてたんですけれども、ぜひ、こう

した相談員さんの自主性やまたやりがい

も追求してもらうのとあわせて、施設改

善に向けて、本当に介護保険制度の中で

のやりくりの中では、限界があるんじゃ

ないかと思うようなそういうようなこと

も一方では思いながらではありますけれ

ども、また、改善に向けて鋭意取り組ん

でいただきたいというふうに思っており

ます。

○森内一蔵委員長　ほかに質疑はないで

すか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　ないようですので、

以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後３時８分　休憩）

（午後３時９分　再開）

○森内一蔵委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　討論なしと認め、討

論を終わります。

　認定第１号所管分について、認定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　賛成多数。

　よって、本件は認定すべきものと決定

をいたしました。

　続いて、認定第３号について、認定す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　賛成多数。

　よって、本件は認定すべきものと決定

をいたしました。

　次に、認定第４号について、認定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　全員賛成。

　よって、本件は認定すべきものと決定

いたしました。

　続いて、認定第７号について、認定す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　全員賛成。

　よって、本件は認定すべきものと決定

をいたしました。

　認定第８号について、認定することに
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賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　賛成多数。

　よって、本件は認定すべきものと決定

いたしました。

　続いて、認定第９号について、認定す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　賛成多数。

　よって、本件は認定すべきものと決定

をいたしました。

　これで本委員会を閉会します。

（午後３時１１分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

民生常任委員長 森 内 一 蔵

民生常任委員  弘 　 　 豊

－54－


